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髙味議長                         （ ９:２６） 

 それでは、定刻より少し早いですけれども、皆さん、おはようござ

います。 

 大変お忙しい中、お集まりいただいてありがとうございます。ま

た、事務局におかれましても、たくさんの資料をご用意していただき

まして御礼を申し上げます。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 これより令和４年度２回木津川市精華町環境施設組合議会全員協議

会を開催いたします。 

 なお、コロナ禍、また、今年の冬はインフルエンザも流行する等々

が言われておりますので、できるだけ簡潔、短時間で終わりたいと思

います。長くても正午には終了したいと考えておりますので、ご協力

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 本日の全員協議会の議題につきましては、お手元に配付した次第の

とおりであります。 

 また、会議録の記録につきましては、全員協議会規程第１１条の規

定により、議長が署名することになっておりますので、私のほうで後

日、会議録を確認して署名いたします。 

 それでは、議題に入りたいと思いますが、議事録等々の関係がござ

いますので、挙手を願って、議長の指名後に発言をお願いしたいと思

います。 

 議題の１、次回定例会に向けた課題等について協議をお願いしたい

と思いますが、まず、これまで確認されている事項等について、事務

局より説明を求めます。 

 局長。 

金森事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、皆様のお手元の資料１という形にしておりますが、次回

定例会に向けた課題等についてであります。これまでに確認をされて

いる主な事項について、簡単にご説明をさせていただきます。 

 １つ目、前議会からの引継事項として、組合議会運営について整理

が必要であるということをご確認いただきました。昨年１１月２６日

の全員協議会でございます。 

 続きまして、一般質問の試行実施について協議をいたしました。今

年１月１１日の全員協議会だったと思います。これにつきましては、

本年の第１回定例会におきまして施行実施をお願いしたというところ

でございます。 

 その次です。さらに今年の第１回定例会におきまして、議会運営委

員会を設置、委員会条例の改正をスタートしたところでございます。 

 続きまして、４つ目ですが、議運が開催したとき、直ちに課題の議

論ができますように、今年の２月末までに意見集約をするということ

をご確認いただきました。したがいまして、提出された意見書等の概

要については以下のとおりでございまして、全文は本日、別途配布い

たしましたとおりでございます。 
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金森事務局長 

つづき 

 簡単に概要をご説明させていただきます。 

 大きく５つのことについて、ご意見を賜りました。 

 １点目は、会議録の未配付に関してということです。 

２点目、議会運営の基本的な考え方ということでございます。 

そして、３点目には申合せの明文化ということでございまして、現

在、ペーパーで申合せが確認されている部分につきましては、事前に

議事録と共に２部ご案内をさせていただいているところでございま

す。 

４点目につきましては、第１回定例会の運用総括ということで、特

に一般質問のやり方についてご意見等がございました。これにつきま

しては、次回１１月の定例会にも関連いたしますことから、ご確認を

いただきたいと思っております。 

５点目につきましては、具体的な内容ということで、非常にたくさ

んの検討課題、ご意見等をいただいたところでございます。 

 詳細につきましては、別添資料のとおりとなっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

髙味議長  ありがとうございました。 

 これまでの説明を事務局からいただきました。この点について、何

かございましたら挙手をお願いします。 

 副議長。 

佐々木議員  一番上に書いてある２つ目の１月１１日というのは、さっき局長か

ら全員協議会とおっしゃっていたけれども、そんな会議なかったです

よね。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  失礼をいたしました。全員協議会を受けて、後日、確認をしたとい

うことでございます。失礼いたしました。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  主語を言ってください。誰が何を確認したんですか。 

髙味議長  局長。 
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金森事務局長  失礼いたしました。全員協議会が終了した後、議員の皆様全員でご

確認をいただいたということでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員 ちょっと正確に。１月１１日のことを問うているんです。全員協議

会は１２月にありますよね。それは分かっている、了解しているんだ

けれども、それを受けて、１月１１日に誰が何をどう決めたんですか

と言っているんです。 

髙味議長  総務課長。 

松井総務課長  総務課長でございます。 

 令和３年１２月１７日に全員協議会を開催いただきまして、この内

容についてご議論いただいた後、議員の皆様方に１月１１日付で議会

運営の確認事項として、議員皆様方からのご意見等取りまとめて、最

終まとめた日が１１日ということで、事前にお配りした資料の中に一

般質問試行の確認事項の資料があったかと思いますが、その日付が１

月１１日ということでご確認いただければと思います。 

髙味議長  ほかございませんか。 

 なければ、この課題等について整理をしたいと考えますが、さきに

説明もありましたとおり、前回の定例会において議会運営委員会を設

置いたしましたので、本来、議会運営委員会で整理するものと考えて

おります。しかしながら、現状として、閉会中の議会運営委員会の開

催ができず、最短で次回の定例会後の開催となる見込みであることか

ら、本日は前回の定例会から施行実施いたしている一般質問に係る事

項について整理をしたいと思いますので、現状のままでいいのか、そ

れとも改めるのか、全協の中で整理をしたいと考えております。何か

ご意見等ございますか。 

 副議長。 

佐々木議員  今、議長から今日の議題は一般質問に限定するという発言がありま

したよね。そういうことでしたね。 

髙味議長  はい。 
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佐々木議員  今日、今、局長から話があった２月２８日に出していただいた、要

約したらペーパー１枚になる内容を出しているわけですよね。既に２

月だから８か月経過して、その段階でなお、今の段階で議論されない

という話になってしまうわけよね。 

 ２月の全協だと思うんだけれども、前局長からペーパーが出ていま

すよね、今後の議会運営委員会の結成に向けてというもので、出てい

ますよね。それを見る限り、議運のメンバーの指名は閉会中でも議長

はできるわけですよ。規約上、できますよね。だから、一応それは３

月ぐらいに、前局長のメモでは今年の３月ぐらいに、つまり２月８日

の段階ではまだ告示行為ができていないから、委員会条例を改正した

けれども、それが有効になっていないということで、２月８日の段階

での議会運営委員会の結成は断念したということです、それは。それ

は一理あるわけで、でも、それはその行為は数日間でできるわけだか

ら、通常、２月８日だったら２月の中旬ぐらいにはできると。それを

受けて３月ぐらいに、メモには３月ぐらいに議長が閉会中の指名をす

ると。その後に臨時会があって、臨時会の開会後、休憩をして、正副

委員長の互選だから、議運が集まって正副委員長を決めようというの

が２月８日段階でのスケジュールだったわけです。３月からしても、

もう７か月経過をしているわけで、この期に及んでそれしかやらない

という話になれば、一体、民主主義はどこにいったという話になって

くるんですね。 

 しかも、蛇足だけれども、さっきちょっと総務課のほうにお聞きし

ましたけれども、今日、一応傍聴人が来る可能性があるから、準備さ

れているみたいだけれども、これすら傍聴規程に関して、傍聴券はな

い。準備されていない。つまり慣例が先行しているんですよ、今のこ

のやり方は。規約なんか無視です。だから、要するに何が言いたいか

というと、私らが言っているのは要するに普通の議会と同じだと言っ

ているわけですよ。普通のどこでもやっている議会のやり方。ちゃん

とルールどおりやりましょうと。ルールがおかしかったらルールを変

えましょうということを申し上げているので、一般質問に限定すると

いう話はなかなか難しいんじゃないかというね。少なくとも今日は結

論が出ないとしても、何が課題かということは全員協議会で共有して

おかないと、今後、例えば議運が結成されても、そこで何をテーマに

議論するのかが確定しないわけですから、そこまではやらないと何か

今日の議題を見る限りでは、全協の意味がないんじゃないかというふ

うに思います。 

 以上です。 

髙味議長  閉会中に私のほうから全員協議会で決めた全員、私と副議長がオブ

ザーバーという形で議会運営委員会に参加をすると。全員参加という

ところで、私のほうから閉会中に指名はいたしました。ただ、それ以

降臨時会が開かれなくって、今日になっているということです。 

 副議長。 
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佐々木議員  ということは、現瞬間では既に議会運営委員会は成立されている。 

髙味議長  メンバーは私から選任をいたしました。それは閉会中のルールとい

うことです。ただし、本会議が開かれない限り、議会運営委員会は開

催できなかったということです。一応メンバーは全協で決めたように

全員が参加ということで指名をいたしました。 

 事務局長。 

金森事務局長  事務局長です。ただいま議長から説明がありましたように、委員会

条例におきましては、閉会中であれば議長が選任をすることができる

と。そういった根拠を受けまして、２月２２日に起案をし、議長のほ

うで選任をいただけたというところでございます。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  それがなぜ今日まで報告されなかったんですか。 

髙味議長  事務局長。 

金森事務局長  事務局長です。議事録での確認ということでご理解を賜りたいと思

いますけれども、全員協議会の中で議員の皆様方全員でご協議をいた

だき、木津川市方式で議長、副議長がオブザーバーとして委員に入

る。そして、それ以外の６名の方で議会運営委員会を構成するという

確認がされたことなど、それを受けての議長からの指名ということ

で、２月には。 

佐々木議員  答えていません。質問と擦れ違っています。 

竹川議員  なぜ報告されなかったのかという質問です。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員  そのことを議長、副議長がオブザーバーで、あとの方で議運を構成

するというのをなぜ報告されなかったのかと聞かれているので、それ

に対して答えていただきたい。 
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髙味議長  局長。 

金森事務局長  事務局長でございます。まず、先ほども申し上げましたが、委員の

構成については、まず、１点には議員の皆様の中で確認をいただけた

というところもあって、そして、その委員の選任の報告というところ

でありますけれども、これにつきましては法律上は報告の義務はない

ということらしいんですけれども、次回定例会、会議におきまして議

長が諸般の報告でご報告いただくというのが定例となっているかと考

えております。 

 以上です。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  あまりこれをやっても、時間がないんだけれども、それが木津川市

議会のやり方なんですか、議長もだけれども。要は議長が閉会中に委

員の選任もしくは辞任、できるじゃないですか、規約上は。普通、精

華町議会ではほぼ即座に知れ渡りますよ、そのことはみんなに。法的

な義務があろうがなかろうが、議会を構成するメンバーに、議会の構

成員の組織の運営で、何も８か月間も知らせないなんてあり得ない、

そんなこと。そこなんですよ、言っているのは。そこでもし議長、こ

のやり方、今の局長が言っている答弁のやり方だったら、今後続けば

どうなるかですよ、私らの情報共有は。おまえら、知る必要はないか

ら黙っておけという話になりますよ。 

髙味議長  いや、そうじゃないですやん。 

 局長の説明は全員協議会で、議長と副議長がオブザーバーで全員が

参加するという状態は全協でいただいていると。その手続きを踏ん

で、私が選任をして、次の本会議で発表するという方法を取ったとい

うことで、それは法的にも何ら問題ないという説明をしているんやか

ら、それはそれでいいんじゃないですか。 

 副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 だから、そこのところ。要するに法的に義務がないものは、構成員

には全く知らせないでいいと。少なくともチャンスはありましたよ

ね。今日の全協を招集する文書にも何も書いてないですよ、はっきり

言ってそれに関しては。遅くとも９月の何日かに、今日の全協の招集

があったけれども、その段階では２月何日に議長が、２月の委員会条

例の改正に伴って指名をしましたと書けますよね。それも多分聞いた

ら、法的に義務がないから書かなかったと言われるかもしれないけれ

どもね。こういう議会運営をしていいんですかと言っているんです。 
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髙味議長  言われることは念を入れて、一度念を入れて、もう一度報告したら

どうやったということを言われているんやけれども、事務局側とした

ら、次の本会議にて議長が報告を改めてするという方法を取ったとい

うことです。 

 ほか、ございませんか。 

 森本さん。 

森本議員  今の件で。 

髙味議長  いやいや。 

森本議員  先ほど来の件で。 

今日が時間的にも１２時までということであるので、どれか一つで

も、やっぱり今日せっかく出てきてんから、議長が言われたように、

一般質問のやり方については、きっちり決めたらどうかなというふう

に思いますので、そろそろ一般質問の事項に入っていったらどうなん

でしょうか。 

髙味議長  よろしいか。ほかの方の意見としては。 

 

  （異議なしの声） 

 

 それでは、戻りたいと思います。一般質問を前回、試行的に行いま

した。最大で３０分程度設けて、その方向でもええやないかという声

と、もうちょっと再考したらどうかという声がございますが、皆様の

意見をお聞きして、次の定例会には採用したいなと思っておりますの

で、よろしくご議論お願いいたします。 

 森本さん。 

森本議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般質問の答弁者の件が課題に出ていたと思うんですけれども、ま

ず、答弁者については、質問者の方が管理者にお願いしますと管理者

の名前を答弁者のところに書かれていたとしても、事務局長が答えた

としても、これは管理者に成り代わって答えているのであって、別段

それが間違いだということにはならないので、そこは事務局長が答え

たとしても管理者に成り代わっているねんから同じことではないかな

と、私は考えています。 

 それから、時間の件なんですけれども、やはりこれは３０分を、ほ

かの組合のことを言っては何なんですが、山城病院組合のほうでは質

問と答弁で３０分ということになっておりますので、一問一答であ

れ、一括方式であれ、３０分を目安として質問と答弁をお願いしたい
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森本議員 

つづき 

と。質問と答弁で３０分というくくりにしていただきたいと考えてい

ます。 

 以上です。 

髙味議長  森本さんは、答弁者は理事者側が判断するということと、３０分ほ

どでいいとおっしゃっています。 

 ほか、ございませんか。 

 竹川さん。 

竹川議員  僕もほかの議会はよく知らないんですけれども、やっぱり当人が答

えているという議会も多いし、精華町でもやっぱり町長に成り代わり

ましてというのはあるのでね。ただ、答弁者指名と、そんなのはない

んですよ、一般質問の通告書にはね。１００％管理者が答えてないの

で、それやったら答弁者指名という項目をなくしておったら、書いて

あるのに何で答えへんのと思うので、それやったら答弁者指名で。僕

はなかったらなかったで構わへんとは思うので。 

 それと、時間制限３０分というのはやむを得ない、そういうのかも

と思うんですけれども、質問が３回までというのは、森本議員おっし

ゃられるように、一問一答のほうがやっぱり安易に聞けるという中な

ので、３回までという縛りは除いていいかなというふうには思ってい

ます。 

髙味議長  森本さん。 

森本議員  今、竹川議員が言われたように、答弁者のところについては、それ

が皆さんが合意であれば外してもいいと思います。 

 それから、３回の縛りというのは３０分という縛りがあるのやか

ら、別に３回という縛りはなくしても問題ないと思います。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほか、ご意見ございませんか。 

 今聞いておりますと、答弁者の様式、それは木津川市の様式だと思

うんです。木津川市の皆さんが一般質問されるときに指名を書いてお

られますけれども、指名どおりにはいっていないということで、木津

川市の取り方としては、できるだけ議員が一般質問で答弁してほしい

人を書いているということで、必ずしも書いている者が答弁するとい

うことは今まで木津川市になかったと思いますので、誤解を招くよう

なら、今、竹川議員から言われたように、省くという方向でよろしい

でしょうか。 

 

  （異議なしの声） 
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髙味議長 

つづき 

 そうしたら、様式を変えてもらうことで決定いたしました。 

 次に、時間制限は３０分というのでいこうという意見が多うござい

ますけれども、それはそれでよろしいでしょうか。 

 伊藤さん。 

伊藤議員  ３０分にくくっておかないとだらだらと、１時間とかになればね。

もし３人、４人、５人の方が一般質問された場合は１日全てほかの大

事な審議にも喰いこんでいくということになりますので、３０分では

という感覚。 

 ただ、一問一答式かどうかということは、分かりやすいことは分か

りやすいです、そのまま一括質疑、一括答弁よりも。だから、それは

皆さんがどっちか決めて、私は多数決で決めていただいたらいいと思

います。 

髙味議長  多数決というか、合議にします。 

伊藤議員  合議に。 

髙味議長  そうしたら、まず、時間は３０分というのはおおむね皆さん、了解

もらっておりますので、３０分でご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 それでは、時間は３０分、答弁、質疑合わせて３０分ということで

運用したいと思います。 

 次に、回数です。３回制限を取って、一問一答方式にしたらという

声のほうが多いと思いますが。 

 高岡議員。 

高岡議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今試行的にされている状況ですよね。前回、一般質問も皆さん、し

たい方はされました。一括でされましたやんか。僕はまだ試行的で、

これから本格的に移行していく中で、やっぱり一括質問、一括答弁と

いうスタイルで中身の濃い議論をしていただく。一問一答式にいくま

でもないと思いますけれども。３回という縛りも、３０分という中で

は普通に使われる時間なので、あまり細かく、一般質問とはいえ、一

部まだ試行的という段階ではもう少し様子を見たほうがいいん違うか

なと思います。次の議会からは選挙を控えています。限られた回数し

かない。本会議は１回になるのかな。２回になるかな。実質１回とし

てもですよ、でも。ちょっとそれは進め過ぎるのは乱暴違うかなと。

我々もしっかり木津川市議会側に持って帰らんなん部分もあると思い
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高岡議員 

つづき 

ますし、精華町のほうでもしっかりと固めてもらわないと、今この場

でとんとんと進めていくような話ではないかなと思いますけれども。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  確認ですけれども、精華町議会は、今、一般質問は一問一答方式で

やっています。何の問題も起こっていません。一問一答が中身がない

とも思いません。充実しています、ある程度。木津川市議会さんは一

問一答じゃないということですか。 

高岡議員  一問一答です。 

佐々木議員  それだったら、別に今、３回制限もなくしてから、両方の議会でや

っている方式をやって、何の問題もないでしょう。 

高岡議員  山城病院も一括と違いますのか。山城病院はたしか一括でされてい

るんですよ。というのも参考に、我々木津川市議会も、選挙前に。 

佐々木議員  選挙は関係ないでしょう。 

高岡議員  様子を見たらいいん違いますかということを言いたいだけです。 

髙味議長  挙手をもって。 

 大野さん。 

大野議員  すみません。１期目であまり分かっていないので、自分のところの

しか分からないですけれども、私、この間のときに一括というのを見

させていただいて感じたのは、やっぱり一問一答のほうが内容的に

も、今ホームページにも載っているじゃないですか、それを見るとき

にも、一問一答のほうが受け答えがずっと続いていくので、見る方も

分かりやすいと思うんです。私たちも、質問する側も行政の方が言っ

てくださることも一問一答のほうが、やっぱりそのことに対しての答

えをどんどんと質問に答えていくという方式なので、私はそっちのほ

うが、一問一答のほうが自分にとって分かりやすいんじゃないかと思

うので、一問一答の方がいいと思います。 

 以上です。 
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髙味議長  竹川さん。 

竹川議員  私も一問で、いろんな議会はどうかなというのは調べますけれど

も、身近な木津川市と精華町、京田辺市くらいなので。例えば、３回

にすると、僕は民主主義上、問題があると思うんですね。例えば精華

町ではそんな答弁はほとんどありませんけれども、例えばのらりくら

りというか、質問に答えない部分で、極端に言うたら３回目言うたら

同じことを聞けないですね。答えてくださいよと。一般的に答えてし

まう。質問はこうですと。また一般的に答えてしまう。それでおしま

いと、乗り切ったら、そんな答弁はしないと思うんですけれども。や

っぱりそないに５回も１０回もずっと一問一答しませんのでね。例え

ば４回、５回とかその辺が多いと思うので、無理に３回とかというふ

うに縛りをかけるような理由はないと思うんですけれども。代表質問

であるとか、何かそういうこともあればでしょうけれども。 

 それと、選挙を控えているからというのはやめてください。何の関

係もないでしょう。 

高岡議員  やめてくださいというのはあんたが言うことと違う。任期中やとい

う話だけで。 

竹川議員  ですから、それはここの場に全くふさわしい発言では僕はないと思

うので。 

高岡議員  それをあんたに言われることはない。やめてくれというのは、やめ

ておけよ。 

髙味議長  手を挙げてください。 

不規則発言は控えるように。 

どうぞ。 

竹川議員  だから、３回に縛るという理由はないと思うので、そんなに一問一

答というても同じ質問を１０回も２０回もしませんので、やっぱり聞

くときというふうには当然しておいたほうがいい。何の支障もないと

思いますので。発言中ですので。 

高岡議員  まだか。簡潔明瞭にお願いします。要点だけを。 
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竹川議員  あなたが僕の発言を止めたからです。あなたが悪いんですよ。ちゃ

んと人間、謝るところは謝りましょうよ。 

佐々木議員  進行妨害をしたらあかんて。 

竹川議員  謝るところは謝りましょうよ。我々は議員、人格的にも高いレベル

を保ってくださいよ。一問一答で何の支障もないと思うので、これで

いいと思います。 

髙味議長  先ほども言いましたけれども、挙手をもって発言をお願いいたしま

す。 

 副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 だから、要するに高岡議員の話はちょっと分からないけれども、一

つは事務局に確認したけど、私らが精華町議会から出した２月２８日

のペーパーというのは、事務局に確認したら、既に即座に木津川市の

議員さんには情報共有していると。つまり配られているというふうに

聞いていますから、多分３月段階で配られていたと思うんですよね。

そのとき、今日の今、議論したいことを書いてあるでしょう、こうし

たらどうかと、改善提案の中に。提案書ね。もう一遍言いますけれど

も、３月から１回も、７か月間何の反応もなかったじゃないですか。

例えばうちから出した提案に対して、これはちょっとねとか、もう少

し再考したらどうかとかいうの、反応があったらまた考えられますや

んか、みんなでそれは。そもそも会議がないのは問題があると思いま

すけれども、それはちょっと置いておきましょう。問題だけれども

ね。 

 しかも、竹川議員さんがおっしゃったのは、もう一回前回の、前回

というのは１２月の全協みたいに、木津川市議会に持って帰ると言い

出しはったんですよ。おのおのの議会に持って帰るという話は論外の

話で、この前確認されているじゃないですか、そういう問題じゃない

と。私らは当然、母体は木津川市議会、精華町議会ですけれども、こ

この事務組合議員なんだから、事務組合議員として主体的に決めれば

いいんであって。 

 百歩、二百歩譲って、木津川市議会、それはそれで結構ですと。私

らもそれは決まる前に相談しますから、ほかの議員さんとも。何で３

月から放っておいたということですよ。３月、４月、何か月間、相談

するチャンスがあったじゃないですか、木津川市議会の中で。精華町

議会からこんな提案があるけれどもどうなのかと。意見集約の機会、

いっぱいあったでしょう。この段階に及んでそれを言われちゃうと、

いわゆる時間稼ぎとしか思えない、申し訳ないけれども。要するに成

立したら、合意できるのも、あかんやつやとも書いていないです。 
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佐々木議員 

つづき 

 恐らく木津川市も精華町も一問一答方式をとっているというのは、

さっき大野さんからもあったみたいに、一括方式を前にやったわけじ

ゃないですか、３回も。というのは非常に分かりにくい。つまり複数

のテーマ、複数の中身が入っちゃうから、非常に答弁するほうも、聞

く側も、傍聴者も分かりにくい。しかも、よく起こっている、うちも

よく起こっている、ここでも起こっているけれども、答弁漏れが発生

すると。１問だったらないけれども、３つ、４つ、５つあった場合に

は答弁漏れが発生すると。だから、議長さんが大変なんですよ。全て

の答弁がされたか確認、チェックしながら、漏れがあったらそれをや

ってもらうと。じゃないと、次の、２回目の発言を許しちゃったら、

カウントされちゃうから、２回目にね。答弁漏れがなぜか質問者の議

員側に責任があるような話になっちゃうということもあるので、議論

をかみ合わせるために、もっと言えば議会としての権限、機能をきち

っと発揮するために、多くの議会は一問一答方式を採用しているんで

すよね。だから、もしそれが抵抗があるというんだったら、一問一答

方式と一括方式の比較表というか、どこがどう優れて、どこがどう優

れてないのかというのをちゃんと提言をしていただければ、話は聞き

ますよ。聞きますが、今２つの市、町議会でやっている一問一答方式

が決定的にまずいということが特にないんだったら、細かいことはあ

りますよ。例えば時間制限とかね。往復、そういう問題はあるけれど

も、大枠で一問一答方式が非常にまずいと。分かりにくいし、何をや

っているか分からんし、うまくいかないというのがあったら、それは

それで一考に値すると思うんだけれども、既に２つの議会がされてい

る方式を採用しないというのはなかなか難しいというか、判断しにく

いんじゃないかと思いますので、私自身は一問一答方式。時間制限は

当然、さっきも誰かがおっしゃったように、無限って話にならないか

ら、当面は３０分でいいと思いますけれども、それは後ほど協議すれ

ばいいだけだからね。取りあえず方式については一問一答方式という

のが分かりやすいし、答弁漏れも起こりにくいし、噛み合った議論が

できると思います。 

 以上です。 

髙味議長  ちょっと、今一問一答方式と３回制限という中で、皆さんのご意見

を聞いて、まだ宮嶋さんだけ意見がない。 

 宮嶋さん。 

宮嶋議員 

 

 

 

 

 

 

 宮嶋です。木津川市の議会基本条例の中でも、一般質問は一問一答

とすると基本条例で示していますので、一問一答でいいと思います。

それ以外の方式というのが過去に戻るわけです。私も、旧の木津町時

代、一括質問、一括答弁の一般質問を何回か経験しましたけれども、

やはり先ほどからいろいろ議論が出ているように、やりにくい部分が

多々あります。３０分という枠を決めているわけですから、一々持ち
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宮嶋議員 

つづき 

時間があるわけでもない。総体としての３０分だから、事務局の手間

も要らんわけですから、それで何ら支障はないと思います。 

 以上です。 

髙味議長  今の意見を聞いていると、高岡さん以外は一問一答方式でいったら

どうかという声が多うございます。賛否は取ろうと思っていませんけ

れども、多くの意見が一問一答方式という声が上がっているから、次

の一般質問は一問一答方式でしたいと思いますが、ご意見ございませ

んか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議がないので、次回の一般質問は一問一答方式を採用するという

ことです。 

 事務局長。 

金森事務局長  １点だけ確認をさせていただきます。今ご意見いただきました。次

回については、３０分、そして一問一答方式でやられるということで

ございますので、そういった意味では、運用上３回という制限がなく

なるということになります。冒頭にご説明して、資料としてお渡しさ

せていただきました、１月１１日確認の一般質問の取扱いを見直しを

する必要があるということが１点です。 

 加えまして、会議規則の中では準用規定というものがありまして、

要は質問についても３回規定というのを準用していくという規定があ

るわけですけれども、そこまではまだ試行の段階でございますので、

まだそこの部分はさわらず、まず、試行的な導入をしていこうと。そ

のような解釈、ご確認ということでよろしいですか。 

髙味議長  ほか、この件について、一般質問についてございませんか。 

 副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先ほど答弁者指名欄をなくすという話はいいんですけれども、前回

の２月の一般質問でかなり問題となっているのは、全て事務局長だっ

たんですね、会議録を見る限り。それ以外のところでも、過去にいろ

んな議論をさせてもらっている中で、マッチポンプということを指摘

させてもらっているんですよね。つまり事務的な答弁とかいうのは当

然事務方でやってもらったらいいと思うんです、そう思うんだけれど

も、ただし、政治判断をしなあかん項目、それから、独立している会

計管理者に関わる項目、これを全て事務局で答えちゃうと。分かりま

すね、言ってること。仕事をしている人間が答えるわけですよ、それ

に対して疑義が出ているのに。仕事をしている人に対して、それちょ



 15 

佐々木議員 

つづき 

っとおかしくないですかと言われるのに、それはそんなものおかしい

と言うはずがないですよ、普通ね。自分がやっている仕事がおかしい

なんて言えるはずないんであって、それはやっぱり管理者という、上

に立つ上司としてのもっと大局的に見ている人が法律や法令だとか、

また仕事について勘案して判断すること、普通はそうですよね。だか

ら、必ずしも全部が全部とは言いませんが、権限が属してないことま

で事務局長が全部答える話を容認してしまうと、こんなのは牽制機能

はゼロですよ。組織内の牽制機関はあり得ない。議会の牽制機能とい

うのもあり得ないということになっちゃうのでね。そこはやっぱりち

ょっと、絶対とは言いませんが、やっぱり管理者や会計管理者等独立

している、監査委員もそうですよ。監査委員のトップにだって、こ

れ、うちなんかほとんどないけれども、なかったけれども、過去は議

選監査、監査委員が聞かれたら、事務局に答弁させますといったんで

すよ。でも、事務局は監査を受ける側じゃないですか、場合によって

は。監査を受ける側が答弁して、そんなの逆さにやってもできるはず

がないんであって、それはやっぱり監査委員は監査委員で調査機関だ

からね。さっき言ったみたいに細かい数字については、それは事務方

がやったとしても、大局的な考え方とか方針だとかということについ

てはしかるべき人、さっき申し上げたように、管理者、会計管理者、

監査委員という特別なメンバーが答えないと、それは何回も言います

けれども、組織としての機能、牽制機能、監視機能とかもゼロになり

ます。ですから、運用上はよろしくお願いしたいと思う。 

髙味議長  今の意見なんですけれども、我々には残念ながら指名する権利はご

ざいませんので。 

佐々木議員  議長にはあるよ。 

髙味議長  今回の意見も踏まえて、理事者側には、管理者側にはこの意見があ

ったということは事務局を通して伝えていただきます。 

 高岡さん。 

高岡議員 

 

 

 今、佐々木副議長のほうからご意見がありましたけれども、この点

は議長の采配で振り分けていただかないと、答弁者も。佐々木さんも

そう言うてはるのでしょう。 

髙味議長 

 

 

 

 というのは挙手をもって、議長が指名をいたします。管理者が挙手

していないのに、ここを管理者にという権限は、それは最終的にはあ

りますよ、誰も手を挙げへん場合は。そやけど、しっかりと管理者に

代わる方が挙手をもって、手を挙げた方に指名をする。これも議会運
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髙味議長 

つづき 

営上、当たり前のことです。 

高岡議員  だから、その辺も含めて、議長の指名で采配してもらったら、それ

はオーケーやと思っていますので、そこのほうが。 

髙味議長  だから、こういう意見があったから、管理者側が答えられる部分は

手を挙げてくださいというお願いを事務局長を通じてやろうというこ

とです。 

 副議長。 

佐々木議員 

 

線引きが、確かに管理者に属する件に関しては、一定事務方が答え

てもいいと思うんですよ、そこは事務局が。そのとおりです。私が言

っているのは、会計管理者とか監査委員はそうじゃないでしょうと。

そこまで全て事務局長が、事務局長の立場からしたらですよ、管理者

の代理でもある。会計管理者の代理でもある。監査委員の代理でもあ

るという人だと今なっているんですよ。それはあり得ない、そんなこ

とは。もう一遍言いますが、事務的な数字とか金額とか、そんなもの

は結構ですけれども、大局的な方針とか見解だとかいうのは、そこは

事務方が答えるものではない。国会もそうじゃないですか。普通の議

員もそうだし。政治判断は、それは政治家がやるという話ですから

ね。そこの采配は、今、高岡さんが言ったように、議長にお願いした

いと。全て、全て指名とは言わないけれども、やっぱり答えるべき人

がいるわけだから、しかるべき人が。それはちゃんと采配しないと、

話が変になってしまうし、議会の監視機能なんて全く機能しない。 

髙味議長  もちろん監査委員に関しては、監査委員が答えると。 

 高岡さん。 

高岡議員  今おっしゃったのも、やはり通告書を受けて、議長のサインでオー

ケーを出す。なおかつ一問一答式でするということは、そういうこと

は事務局の中の通告書を頂いたときにしっかり勉強されると思うの

で、その辺も含めて、最後は議長が通告書を見たときにしっかりと内

容を把握した上でサインを書いていただければ、佐々木さんがおっし

ゃった問題はほぼ解決できる。一問一答式にするということで、これ

は詳細な勉強はしていただかなければならないということは必要だと

思います。 

髙味議長  だから、まずは議会運営上、挙手をもって議長が指名すると。その
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髙味議長 

つづき 

基本は僕は変えません。 

 ほかございませんか。 

 伊藤さん。 

伊藤議員  通告書の明記で資料配布が無視されているという表現がここに。資

料配付とは、ちょっと私、どのことを言っておられるのか分からない

のでちょっと説明していただいて、我々はそれを理解させていただけ

たらと思います。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  配られていないのは分かっていますので、知らないのは当然なんで

すけれども、精華町議会では、議員の一般質問に関しては、例えばパ

ネルだとか、図とか表とか、またはパネルを作ったり、または別紙で

資料を作って、常任委員会の会合をして、要するに一般質問をより分

かりやすくするようなことは議長が許可しているんです。それは事前

に一定時間が決まっているから、この時間までにそれは言ってねと、

議長に対して言ってねということはそういうルールはあるけれども、

基本的にはそういった写真だとかグラフだとか、または別添資料とか

いうのは認められていますので、その感覚で前回は、いわゆる私の一

般質問の中にあったのは、要するにさっきから言っている職員の権限

分担の話ですよ。つまりお金を預かる人と管理する人がやっぱり一緒

はまずいでしょう、それ。横領が起きちゃうから。だから、管理する

人と預かる人は別にすべきだというような質問をしているんです。そ

のときに、事務局に作ってもらったものがあるんですよ、事前に、通

告前に。どんな経路で決裁しているよという、現金とか様々な起債、

起案文書とかいうのをどういうルートで決裁しているよという表を作

ってもらって、それはもらっているんです。それを前回、一般質問の

ときに私の質問に関連するから、議場に配るために印刷をお願いしま

すと言っているんです。だけれども、それは配られなかったというこ

とです。そういう意味です。 

髙味議長  伊藤さん。 

伊藤議員  木津川市の場合は、議員が全部段取りするんです、議員さんによっ

て。 

佐々木議員  それはうちもやりますよ。 
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伊藤議員  それで、今ネットからで、タブレットで先に出しておけば、それを

アップしてもらえるんです。だから、それをちょんちょんとクリック

したら、何を、写真にしろ、図にしろ、図表にしろ、全てが分かる。

細かくいっぱい書いてあっても一目瞭然に分かる。それは議員側が段

取りするんです。 

佐々木議員  そういうルールがあるからでしょう。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  だから、そのルールが木津川市のルールであって、精華町のルール

は、パネルとかは自分でやるけれども、例えば１枚物の表とか図式と

かいうので、これを配ってというものは事務局がやっているんです、

精華町議会は。それはね。だから、どっちを採用するかはどっちでも

いいんだけれども、そういうふうなルールで指示してもらったらいい

んであって、私がするときに、この資料を配ってというときに、い

や、木津川市は、今おっしゃったように自分で配るとなっているか

ら、だったら、私に対して準備して持ってきてねと言えば済む話じゃ

ないですか、それは。それすらなかったという話ですよ。そうです。

それだったら準備しますよ、当然のことながら。 

髙味議長  伊藤さん。 

伊藤議員  作ってもらったということですので、それを佐々木議員さんのほう

が資料をもらっているわけでしょう。それをコピーして配ってくれは

ったら、これをしてくださいと。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 だから、そういうルールにするんだったらそうしましょうよと言っ

ているんですよ。ルールがなくて、なおかつ木津川市のやり方をこっ

ちに伝えてもらえないものだから。精華町は事務局にお願いしたらや

ってくれるんです、それは。議員だけじゃなしに、理事者側は向こう

に行政側の人もいるから、枚数分からないしね、何枚要るか。それは

事務局が段取りして、議場に要る分は配ってもらうというのが精華町

方式なので、伊藤さんが言うのは木津川市方式だから分かるんだか

ら、どっちかに決めてやってもらわないと、言ったはいいが無視され

て、当日来たらないなというのが前回の２月の状況です。だから、私

は２月も配るかなと思ったんですよ。配られていると思ったんだけれ

ども、来たらないと。なおかつ自分でやれとも言われないというのは

おかしいんだと言っているんです。 
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高岡議員  試行的やから、すみません。 

伊藤議員  すみません。 

髙味議長  今のやつ、整理だけしておきます。副議長の案、今まで言った、ど

この議会でも配付資料を議長の許可をもらって配付すると。そこまで

上がってなかったというのが。議長としては、それがあったら断るこ

とは一切ないですので。卑わいなやつとか、錯視的なやつは駄目やけ

れども、一般質問に必要な資料を提出される分には拒否することはな

いです。 

 ほかございませんか。 

 森本さん。 

森本議員  今の件で。資料は事務局から提出してもらうと。配付する場合は、

各議員がコピーして配付するということでいいんですよね。それで議

長に許可をもらうと。それができる場合もあるやん。 

髙味議長  これは一般質問に関連することやから、次回の一般質問でも資料を

提示して一般質問したいという申入れがある場合に、資料を議員各自

が作るのか、事務局にお願いするのかというところを整理しましょう

か。 

 森本さん。 

森本議員  それで、事務局しかデータを持っていない資料は事務局にお願いし

やんと、それを提供してくださいと。表１枚だけ下さいと。その資料

の提供は事務局にお願いせざるを得ない。自分で作れる資料は自分で

作れるんだけれども、そこはどうなんでしょうか。 

髙味議長  いや、だから、言うているように、議会には資料請求権というの

が、議会ではですよ、資料請求権を基本条例でうたったから、基本的

には議会に資料請求権はないです。ただ、公に出ている書類について

は、事務局の判断で提出をお願いして、提出をしてもらって、それを

各自自分でコピーするのか、事務局にコピーしてもらって配るのかと

いうところを整理したいと思います。いいですか。 

 まずは、木津川市は各自が用意をすると。精華町は事務局が用意さ

れていると。どっちの方法でやるかというところを決めていただい

て。これは予算的にはどうなんですか。 
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金森事務局長  資料にもよりますけれども、じゃ、例えば資料を数枚程度あればコ

ピー代で済むことですから。ただ、言われてもその程度のことしか事

務局ではできませんし。 

森本議員  枚数に限りがあるもんな。 

金森事務局長  こんなごついのを配れと言われても。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 だから、本当は要するにどちらかが実務的にどうかじゃなしに、精

華町も木津川市も恐らく政務活動費がありますよね。出ていますよ

ね。その中で要は出るんですよ。自分でコピーする場合だって、それ

は可能ですよね。ただ、ここはないので、政務活動費がない状態のと

ころで自分がやれと言われた場合に、これは一体誰の責任で負担する

ものなのという問題が起こるじゃないですか。 

 例えば、今回会議録を出してもらっているのも、前の事務局のやり

取りとか、既に６月ぐらいかな、会議録をアップしてもらっています

ね、ホームページにね。アップしていますと言われたわけよ。という

ことは、暗に自分で見ろと言われたわけですよ。自分で見ろと。必要

なら自分でプリントしろと言われているのとほぼ等しいんですよね。

だから、その方式を取るなら取るでいいんですよ。いいんだけれど

も、その場合、例えば会議録のコピーは大体、普通だったら１ページ

１０円じゃないですか。その分を例えば私が会議録をホームページか

らダウンロードしてコピーしたと。これをポケットマネーで払うべき

ことだと、そうじゃないですよね。ここの議員として活動している経

費を、こういう経費を自分の財布から出すというのはおかしな話なの

で、その場合は申し出て、後で費用弁償してもらったら結構です、そ

れは。だから、各議員に任せて、一般質問の資料なんかも、各議員に

任せますよ、配付も、コピーも。それはいいですよ。そういうルール

を取る場合だったら、後で費用弁償の請求を認めてください。そうじ

ゃなくて、精華町方式みたいに、事務局にメールなり何らかでお願い

して、これをコピーして配ってくださいということでやっていくんだ

ったら、それはそれでやってもらったら結構だからやってください

と。ただ、局長の言う分厚いというのは極論の話であって、通常、２

つの議会でもそんな何百ページに上るような資料を配る方は多分いな

いでしょう。あっても二、三枚ですわ。だから、そんな何百ページの

話をここで出すという問題じゃないから、通常、常識の範囲でやって

いた範囲でのことでしょう、今の議論は。そこに限定しないと、何百

ページも大変ねということで変な話にいっちゃうので、だから、要す

るに誰の費用負担でそれをやるかという話ですね。 
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髙味議長  なかなか予算が絡んでくる、金額的には低額ですけれども、これは

予算が絡んできますので、なかなかこの議論は今すぐ出せるかなとい

うのはちょっと整理させてもらいたい部分があります。 

 竹川さん。 

竹川議員  パネルは、私は自分で作りますよね、普通は、議長の許可を得なが

らね。普通、資料はそんな膨大な、こんな何百、そんなの、まず考え

られない。多分１枚か数枚やと思うので、それは事務局のコピーでい

ける範囲なので。結局、事務局のほうで、これちょっと配っておいて

もらえますかというときに、いけますというのか、作るけれども、９

枚分は議員が配ってくださいというのか、その程度の問題。膨大なお

金はかからないので、それができるかどうかはちょっと聞きたい。そ

れはできますよというんだったら、それでいいし、コピーはするけれ

ども、配付は各議員がやってくださいねやったら、それは大したこと

じゃないので。その辺、どうですか。 

髙味議長  予算的には議会費の中で、事務局が出すとなったら議会費の中でそ

れはできるの、どうなの、予算。予備費じゃなしに。 

 局長。 

金森事務局長  今、竹川議員からご意見が出ましたが、事務局のほうで１枚２枚、

恐らくそんなものかと思いますけれども、準備をすることは不可能で

はありません。ただ、この議員はこうだけれども、この議員はこうと

いうようなことがあってはいけませんので、それは皆様の中でしっか

りとコンセンサスを取っていただきたい。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員  じゃ、僕の経験でも、前もって資料をＡ３の場合とか、せいぜい１

枚か２枚なので、配られるのは。だから、金額的には大したことない

と思うので、要はコピーはするけれども、配付も事務局でやります

か、またはコピーするけれども、配るのは各議員で配ってねというの

か、それだけ判断していただけたら。 

髙味議長  事務局長。 

金森事務局長 

 

 コピーをするということじゃなくて、皆さんで最終的にはご判断を

いただきたいんですけれども、コピーをすることはできます。加え
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金森事務局長 

つづき 

て、それを議場に、机上に配付をしておくということも不可能ではあ

りません。恐らく木津川市のほうでは、政務活動費を使われているん

だろうなという気はします。お金もあるかもしれませんが、そういっ

たことで、よく議員に活用していただく。それぞれの議員が一般質問

が始まる前に机上に配付しておくというふうなやり方をしております

ので、それが順序はこうなるかもしれませんが、不可能ではないとい

うことであります。 

髙味議長  高岡さん。 

高岡議員  今お聞きしていまして、木津川市議会のほうではペーパーレス化、

タブレットを貸し与えてもらっているんです。精華町議会さんのほう

では、議会の中でタブレットをお使いじゃないんですか。 

竹川議員  持ち込めますよ。 

高岡議員  自分の、それとも議会が与えているものではない。それは何を言い

たいかというと、我々の議会の話になりますけれども、タブレットで

するとなれば、今の配付とか、今おっしゃっていただいたことは一切

手間が省けるわけで。 

髙味議長  だから、ないから。いや、分かりますよ、言うていること。ここで

はないから、要はこれは暫定的に一般質問を今試行的にやっていると

いうことで、これは予算をこの議会から要請できるかどうかという点

はちょっと整理はせんないけませんけれども、一旦今回は試行的とい

うことで事務局にお願いをして印刷をしてもらおうと。あくまでも試

行的でこれは整理をちょっとさせてください。予算をこういう使い方

ができるのかどうかというところは。その方向でどうでしょうか。よ

ろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 話を戻すけれども、今の局長の答弁というのが予算的にも、法令上

もできますよという答弁ですよね。だから、お金の問題と法令の問題

はないわけですよ。あとは残っている問題は、例えば精華町議会の場

合は、その人の一般質問の朝９時だったかな、朝までに議長に届ける

ことになっているけれども、そういうところをどうするかでしょう、
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佐々木議員 

つづき 

あと、この場で決めなあかんのは。つまり、例えば通告と同時に、配

ってほしい資料を一緒に送るという方法にするのか、当日の朝でもい

いよということにするのか、その辺は、あとは段取りの話だから、そ

こはまず、民主主義で決めたらと思うけれども、さっきの局長の答弁

ではお金の問題とか法令上の問題は特にないと。あとはうちの、今日

の全協で方向性を決めてもらったらやりますよという答弁ですから。 

髙味議長  いや、改めて確認します。要するに一般質問は各議員の権利であっ

て、その一般質問に政務活動費やなしに、公の事務費、議会費を使う

ことに問題がないのかどうかというところはもう一度確認をしたいと

思います。 

佐々木議員  どういうことなんですか。 

髙味議長  どうです、問題ないんですか。いや、もうないと言い切れるのやっ

たら、それは副議長の言われるような次の段階の議論をしたらいいん

やけれども。 

 局長。 

金森事務局長  例えば予算上、それから事務的な作業上については、可能か、不可

能かといえば不可能ではない。これは先ほど申し上げました。ただい

ま議長からご指摘がありましたように、いわゆる議員活動に対して公

費を支出することについて問題ないのか。支払いについては精華町で

はされているということですけれども、改めて確認をしておきたいと

思います。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  確認ですけれども、一般質問は議会活動ですよ。議員活動じゃない

ですよ。通常の形では、本会議の活動、委員会の活動は議会活動であ

って、個々の議員の議員活動ではありません。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  今の私の発言については、何も否定をしているわけではありませ

ん。確認をしたいということであります。 
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髙味議長 

 

 そこの点はまだ整理をしなくてはなりませんけれども、私が先ほど

言うたように試行的ということで、今回に限って資料の配付はお願い

したいと思いますけれども、それでよろしいか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 事務局は。 

金森事務局長  はい。 

髙味議長  そうしたら、議長のほうにはその資料を許可だけはいただいてくだ

さい。 

 ほか、森本さん。 

森本議員  休憩を取ってもらえませんか。 

髙味議長  暫時休憩します。 

（１０：３３） 

  《暫時休憩》 

（１０：４０） 

 それでは、再開いたします。 

 先ほどの事務局に作っていただくというのも急なことにならないよ

うに、何日前かというのだけは決めておいたほうがええかなと思いま

すので、事務局、どうですか、どれぐらい。 

 局長。 

金森事務局長  できましたら、定例会の前日までには聞いておけたら。 

髙味議長  前日でいいですか。 

金森事務局長  前日の正午あたりで頂けたら。 

髙味議長 

 

 

 

 

 前日の正午ね。それでよろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 そうしたら、資料配付についてはそのとおりといたします。 
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髙味議長 

つづき 

 ほか、何か。 

 森本さん。 

森本議員  次の定例会で予算をやっておかなければならないのは、最後のペー

ジの一歩手前のところで④で議場の配置を改善してほしいという話。

これについてどういうふうに対応するのかというのを決める必要があ

ると思いますけれども。 

髙味議長  今言われているのは配席図のこと。 

森本議員  そう、そう。 

髙味議長  それをどんなふうに改善するか。 

森本議員  改善策はこれなのか、どうなのかということ。何か聞こえにくいと

かというふうなことが、正確なメモを取ることができませんでしたと

書いてある。発言内容が聞き取れなくてと。 

髙味議長  わかりました。資料２のことですね。 

 事務局から説明をお願いします。 

 総務課長。 

松井総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総務課長でございます。 

 そうしましたら、本日お配りしております資料の２、右肩に書いて

おります、令和４年第１回組合議会定例会配席図（一般質問試行）と

いう表でご説明をさせていただきます。 

 レイアウトは皆さんお座りいただいていますようにイメージがある

かと思いますが、下段のほう、線より下で少し注意書きを入れさせて

いただいております。令和４年第１回定例会から対面式という形で議

場の配置を変更させていただきました。以前はロの字形式でやってい

たということでご確認いただいていると思います。 

 現在は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、各席に三面パ

ネル、前にプラスチックのパネルを置かせていただいております。た

だ、本日もそうなんですが、かなり今の状況も見まして、１人１席と

いうことで広い配置にはさせていただいておりますが、三面パネルの

ほうは取らせていただいて、少し声が通りやすいということでさせて

いただいております。ただ、議場については前回、三面パネルを設置

しておりました。 
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松井総務課長 

つづき 

 発言時はマイクを使用いたしまして、室内スピーカーにて拡声とい

うことは取らせていただいております。事務局職員が操作しておりま

す。前回、これもコロナ対応がありましたので、議場の出入口を開け

たり、窓を開けたりということで換気対策を取らせていただいており

ましたので、音漏れというのがあったかと思います。 

 あと、一般質問時の時計計測を行う事務局職員が議長の横に着席を

させていただいて、一般質問が円滑に回るように配置をさせていただ

いております。 

 あと、傍聴席や一般席、それから報道関係者席という形で後方のほ

うに設置をさせていただいております。構成市町の職員も傍聴として

入ったりというふうなことで、今の時点では前回のこのような形で配

席のほうをさせていただいて、これについて、またご指摘等あればい

ただければと思います。 

 以上でございます。 

髙味議長  この件について何かご質問。 

 大野さん。 

大野議員  前の資料についてなんですけれども、精華町から出した提案の中

に、この配置のときに答弁者が議長の後ろにおられたので、議長が振

り向きながら指名をされているような、今回も、議長は前なので、事

務局長とお話しされるときにまた後ろを向かないといけない。議長を

一番後ろに、皆さんが見える位置に配置していただくということはで

きないでしょうか。議長が皆さんを見ないと指名するのが不便になっ

ているように見えるので。 

髙味議長  事務局長。 

金森事務局長  この図面でいいますと議長が一番下にくるということを今おっしゃ

ったと思うんですけれども、私もいろんな議会で、あまり数は多くな

いんですが、経験はしておるんですけれども、議長の前にそういう関

係、いわゆる執行部側が座るわけですけれども、そういった例という

のは見たことありませんし、やはり議長が前面に出て議員の皆さんの

コントロールというか、議事進行を行っていくというのが本来あるべ

き姿ではないかなと一般的には思います。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  ちょっと論点がずれているんですよ。要するに私たちが出している
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佐々木議員 

つづき 

のが、議会運営のさっきからもあったように、要するに局長が答弁す

るのは別に、それはするなと言っているわけではないけれども、前回

は全部局長がやってこられたでしょう。議長が前にいるもんだから、

後ろで手を挙げているので、それは見えないですよ。だから、会議が

スムーズにできないわけですよ。わざわざ議長が振り向いて、議長が

確認して指名するということになるわけだから、会議の進行からいっ

たら、それは阻害要因でしかないということと、局長の答弁でよく分

からないのは、精華町議会の方では議長より町長や特別職が前に出て

います。横というか、前。要するに議長が見える範囲にいます。視野

に入る範囲にいます。木津川市議会は違うんですか。後ろにいるの、

市長、答弁者が、市長以下。 

高岡議員  横に。 

佐々木議員  だから、見える範囲ですね。言っているのは、要するに議長が後ろ

をわざわざ振り返らなくても、自分の見える視野の範囲で答弁者が入

るような配置にすると言っているわけであって、むしろ配席に関して

は、偉いとかそんなことを言っているわけでは何もないんですよ。会

議の運営上、スムーズにいくにはどうしたらいいかということがポイ

ントなので、ちょっと論点を戻さないと。今から、じゃ、このメンバ

ーでいろんな市議会や町議会調べますか。そんなことやってられない

ので、合理的運営ですよ。答弁者がちゃんと議長の視野に入るという

配置にしてもらったらいいというだけの話です。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員  髙味議長の健康を考えてなんですけれども、この前のとき、ずっと

これなので、首が回らなくなるん違うかなと。何か気の毒でね。だか

ら、例えば、事務局職員が議長の右にあるでしょう。後ろに事務局長

がいてる。例えばこの２人を入れ替えるとかね。横やったらさっと分

かると思うので。精華町議会は議長が我々のてっぺんにいてるんです

よ。あと、行政とか執行部は皆前にいてるんですよね。だから、いろ

んな写真を見るけれども。 

髙味議長、首回らんようになったら大変やなと思ってね。こればか

りやってはったから。例えば事務局職員と事務局長を入れ替えたらち

ょっと楽になるよね。それぐらいの工夫でいいから。 

髙味議長 

 

 

 分かりました。ちょっと工夫させてもらって、ありがとうございま

す、気遣いいただきまして。ちょっと考えさせてもらって、スムーズ

に運営できる配置にしたいと思います。 
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髙味議長 

つづき 

 副議長。 

 

佐々木議員  要するに今の竹川議員からのとおりなので、基本的には。ただ、ほ

かの議員さんも思ってたと思うけれど、さっき事務局からマイクで拡

声するという話があったけれども、聞こえなかったですよ、あの日

は。特にこっち側の一番後ろにいてたでしょう、この図面でいくと。

その前に議長もいるし、この図でいったら２番、３番、４番の議員も

いらっしゃるから、私のところからかなり遠いので、局長の答弁とい

うのは本当に全部聞き取れない。だから、配置を変えて、質問者と答

弁者が聞こえる範囲内にするか、もしくはマイクの性能をもっと上げ

て、みんなに聞こえるような音量にしていただかないと議論にならな

いですから。そんな難しくないです。単純に会議をうまく成立させま

しょうというだけの話なので、その辺の工夫はお願いしたいと思いま

す。 

髙味議長  ちょっと事務局と相談しながら進めたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 ほか。 

森本議員  今の件で。 

髙味議長  森本さん。 

森本議員  今、佐々木議員が言うてはるのは、一般質問に特化してという、全

体でということ。一般質問やったら、席を分かっているから変えたら

いいだけ。 

髙味議長  はい。ほか何か。 

 伊藤さん。 

伊藤議員  資料１のほうはさっきのこれだけで終わるということですか、それ

とも、ちょっと気がついたことで。すぐに資料に戻ってはったからち

ょっとお聞きしたんです。 

髙味議長  資料１につきましては事務局のほうから説明が終わって、質疑も終

わって、一般質問に入りましたので。 
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伊藤議員  戻るかなと思っていたので。 

髙味議長  また、議会運営委員会が開かれますので、その場を通じてしていた

だけたらと思いますので。 

伊藤議員  またと思って、進んでしもうたから。すみません。 

髙味議長 副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日のお話だと、ここまでの話ということみたいだけれども、さっ

きから議論あった議会運営委員会がいつ発足するかという話ですよ

ね。実際いつからというか、どういう段取りで次の定例会の中身を相

談するかというのがありますよね。 

 この過去の資料を見ている範囲では、事務局の意向としては招集

日、だから、カレンダーでいったら次の定例会の１週間前と思うんだ

けれども、１週間前に招集をかけると。その日の午後に議運をやりた

いということを書いてありますよね。前の発言はそうでした、前の事

務局長の発言はそうでした。ということは、今回、１１月２９日だか

ら、１１月２２日の午後に議運をやるという話になっていると思う

が、私は予定が入っている。多分、精華町議会入っていますよね。な

んだけれども、そこでどうするのかという議運の段取りをまず。今日

はあくまでも全協だから、正式決定じゃないので、もう一遍議運で確

認する必要がある。要するに、次の第２回定例会の運営方式につい

て、それをどういう段取りでするのかというのが一つあります。 

 もう一個は、ちょっとこれは前も事務局にお願いしたけれどもやっ

てもらっていないんだけれども、さっきから今日の全協で議論してい

た論点がずれる１個の原因は、木津川市と精華町議会の申合せがお互

い分かっていないからという。頭に入っていないわけです。だから、

お互いの議会の運営の前提で話をしているから、議論がずれるんです

よ。明確であります。だから、事務局には去年に２つの議会の申合せ

を入手してお互いに情報交換して、同じなら別にいいけれども、違う

ものについてはどっちを取るのかとか、または折衷案にするのか、そ

んなのは、そういうことを話し合わないと同じことが起こりますよ、

恐らく。今後議運をやっても、それぞれの議会の運営が頭にあるもの

だから、それぞれがお互いにということが起こってしまうんです。う

ちは今日は私が持っていますけれども、精華町議会の基本条例の冊子

の中には申合せ事項というのが幾つかあるので、多分木津川市も明文

化された申合わせがあるんですよね。やっぱりその情報をお互いに交

換してもらいたいというのが一つです。 

 もう一個は、その上で、前回の委員会条例の改正の前に、伊藤議員

から木津川市方式という話であったので、それはそれで了解するんだ
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佐々木議員 

つづき 

けれども、木津川市方式の中身がよく分からないんです。さっきから

何回も言っているように、木津川市議会では議会運営委員会に正副委

員長が入らないということが申し合せなんですよね。 

高岡議員  議会運営委員会に。 

佐々木議員  というのは、ほかの運営があって、精華町議会は副議長に関しては

議運に入れるんですよね。要するに精華町議会の運営というのは標準

的な規則どおり。議長が議会を代表するから、議長に何か事故があっ

た場合に代理するのは副議長だけれども、議長に事故がない限り、ち

ょっと乱暴な言い方をするけれども、副議長は普通の議員という位置

づけが全国的な標準会議規則の考え方ですよね。これは副委員長も一

緒です。委員長に事故がない限り普通の委員と。 

 その上で、伊藤議員がこの前おっしゃったのは、副議長にも議長と

同等の発言権があるとおっしゃったわけですよ、木津川市議会は。そ

のルールを適用したいという話があって、だから、さっきから議論に

なっているように、８人いるけれども、正副議長を除いた６人で議運

を構成するという話になっていますよね。確認したいのは、木津川市

議会で副議長の権限がどういうふうに規定されているか。その明文化

について、同じ明文化でうちの議会でも申合せをしてほしいというこ

とです。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３点ほどいただきましたので、順に考え方についてご説明したいと

思います。 

 まず、第２回の定例会、１１月２９日が定例会ということでご案内

をさせていただいております。本来であれば１週間前に議会運営委員

会を開いて、どのようにしていくかということをする必要があるとい

うことでございますけれども、現段階におきまして議会運営委員会を

開くには至っておりません。したがいまして、次回定例会、１１月の

定例会におきまして開会をし、そして、暫時休憩をして、議会運営委

員会をお願いし、正副委員長を選任いただき、その後再開ということ

になります。したがいまして、最終的には継続審査の議決をお願い

し、その後、議会運営委員会を定例的に、継続審査も含めてですけれ

ども、議会運営委員会の運営をお願いしていくというふうに考えてお

ります。 

 ２つ目です。各市町の申合せ事項についてということでありますけ

れども、これにつきましては、もちろん確かにいただいておるわけで

すけれども、議員の皆様方でご議論をいただきながら、議会運営委員

会でお答えするほうがいいのかなということで考えているところでご



 31 

金森事務局長 

つづき 

ざいます。 

 それから、３点目、木津川市方式の議会運営委員会というところで

ございますけれども、木津川市の議運におきましても、正副議長がオ

ブザーバーで参加をいただいているところであります。したがいまし

て、オブザーバーということでございますので、第一義的には６名の

議運の皆様方で議論を深めていただき、場合によっては正副議長もと

なりますが、本来、そうするべきではない。ただ、議運の中で話がま

とまらない、あるいはまとまったけれども、議長から、あるいは副議

長から協議をしている部分について、これこれこういったことについ

ては、こうすればどうかというふうなサポートをすることができると

いうふうなことになっているということです。仮に採決というふうな

ところが入ってくるといたしますと、採決権については正副議長には

ないというふうに考えております。 

 以上です。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １点目、要するに今の話と２月の確認とずれるのは、２月の確認の

段階で当時の局長は、臨時会で、要するにさっきあった２月の下旬ぐ

らいに議長が指名しているじゃないですか、議運のメンバーを。だか

ら、指名されたわけだから、議運自身はあるわけですよ。あるので、

臨時会を開いて、そこで、さっき局長が言ったように、議長から何々

さん、何々さんを指名しましたよというふうに報告してもらって、今

あったように本会議を休憩して、正副委員長を互選して、正式に議運

を発足させると。それをしていれば、さっきあったように、今度の第

２回定例会の１週間か１０日なんか別にして、前の段階で正式な議運

が開けるんですよ。その議運で、今お話があったような一般質問の方

式だとか、認定だとかというのを普通協議するわけですよ、普通の議

会では。定例会の中身をどういう順番でやるかとか、どういう方式で

やるかとか普通議論するでしょう、議会運営委員会で。今の話だと、

次の定例会ではまだ正副委員長が成立していないから議運を開けない

となったら、せっかく委員会条例を今年の２月に改正しているのに、

実質的に議運が動くのは１２月以降という話になっちゃうわけですよ

ね。 

 懸念事項は、さっき局長がおっしゃったように、試行でやっている

という話だけれども、さっきの話では様々、本来の例規と若干違う方

法でやろうという感じになっているわけよね。そこはうちも試行の場

合もあります。議運で例規はこう書いてあるけれども、試行で方式を

ちょっと変更してやってみようと。それはできると思うんですけれど

も、あくまでもそれは議会運営委員会という正式な機関を通っている

話なんですよ、例規以外の方法を取る場合というのはね。それがうま

くいったら、正式に例規を変更するということをやっているわけで、
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佐々木議員 

つづき 

だから、物すごく不安なのは、本当に合法的にできるのかという問題

が出てくるんです、そこは。だから、本来は１１月２９日の前に臨時

会をやって、１時間とかやって、正式に議運を発足させて、その議運

で正式に２９日、来月の定例会の中身、一般質問の内容とか、議案の

取扱いとか中身を確認するというのが筋だと思うのが１点目です。 

 申合せの情報交換も議会でしてとおっしゃるけれども、そんなもの

さっさとやればいい話であって、３つ目にかかるのは、ちょっと答弁

がずれているけれども、私が聞いているのは、普通の市議会、町村議

会のルールでいうと、もう一遍言いますよ、議長は委員会に出席する

権利と発言する権利はありますよね、どこの議会でも。それはあるん

ですよ。質疑もできますよね、場合によっては。けれども、副議長に

はそんな権利はありません。全ての委員会に出ていって、議長と同じ

ように発言したり、質問する権限はもちろんないです。もしそれが木

津川市議会であるというんだったら、どんな申合せをされてるか知り

たいんです、その文面を。オブザーバーであっても発言ができるとい

う文面を。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  法的なところについてお話を申し上げたいと思いますけれども。 

佐々木議員  僕が聞きたいのは木津川市のルールですよ。 

金森事務局長  だから、木津川市はその考え方に基づいてやっているということで

すが、今おっしゃったように、議長は出席する権限があります。発言

もできます、そのとおりです。実は副議長には法的にはそういう権限

はないんですが、おっしゃるとおり、したがいまして、毎回ではない

んですけれども、委員外議員の出席要求をまず冒頭にやっていただく

というふうに聞いておりますので、副議長については法的には委員外

議員の出席を求めるというふうなことで聞いており、というふうな運

用をしていただくものと考えております。 

 以上です。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  そういう変な処理したらあかんわ。まず、それはオブザーバーにな

ってないです。もう一個、委員外議員の発言には、委員会の了承が要

ります。要りますよね。 
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金森事務局長  要りますね。 

佐々木議員  要りますよね。ということは副議長が委員外でその場にいたって、

委員会が発言は駄目といったら、何も言えなくなるんですよ。だか

ら、その段階で議論は断られているんです。議長と同じような立場で

オブザーバーで発言できるということはあり得ないということになる

んです。ですよね、委員外議員の発言は委員会の許可が要りますよ

ね。委員長がみんなに聞いて、例えばここの委員会に対して発言で手

を挙げた場合、今発言申し出があったけれども、委員長が、あったけ

れども、あの議員に発言させていいですかとみんなに。うん、いいよ

ともらって、発言ができるということでしょう、１回１回。そういう

運用をしているということね、木津川市議会の委員会では。そういう

ことですね。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  当然運用例というのは入っておりますけれども、度々といいます

か、当然委員会の中で形式的なところもありますが、副議長について

も委員外議員として出席を求めていくということで整理はされてい

る。当然発言というのはこれまでも現場を見ておりますと、あまり発

言は実際ないんです。 

佐々木議員  そういうことを聞いているわけじゃない。 

金森事務局長  発言については委員長の判断により、発言については可能というふ

うな運用をしているところでございます。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木津川市議会では、常任委員会に関しては副議長の出席はないで

す。ただし、議会運営委員会に関してだけは、副議長をオブザーバー

として入れております。副議長が言われるように、木津川市議会の副

議長の出席というのは異例なのかもしれません。しかし、恒例とし

て、木津川市議会は副議長をオブザーバーとして入れています。だけ

れども、局長が申したように、副議長の発言というよりか、議長は議

会運営委員会を諮問機関として利用できますので、議長の発言は委員

長の指名により発言は許されますけれども、副議長に関してはある程

度議題にもよりますけれども、議題の内容の中で委員長が副議長に発

言を求めるという形で今まで木津川市議会は行ってきた。言われて、

そう言われたらそういうこともあり得るのかなと。我々、恒例で副議

長は議運にはいてるものやと思って進めてきましたので。 
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髙味議長 
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 副議長。 

佐々木議員 

 

 だから、論点がずれてるけども、要するに私が言っているのは、議

運は全員で構成しようとあったわけですよ。ただ、議長は普通、どこ

の議会でも委員会、議運に入れないから、諮問機関だから、諮問する

方だから入れないので、それは外れるのはそうなんだけれども、今

回、副議長を外すわけですよね。外す段階で、伊藤さんがおっしゃっ

たように、木津川市議会では議長と同じように発言できるんだ。そう

いう方式を取っているんだと。だから、副議長は委員にしなくてもい

いんだとおっしゃったんですよ。そうおっしゃいました。だから、と

なると、今の局長の発言と違ってくるんですよ。その発言から、まさ

に了解した前提は、議長も副議長も、要するに副議長は議長と同じよ

うに議会運営委員会で発言することができる。だから、委員にならな

くてもいいんだという理屈で聞いているから、それは一定分かるんで

すよ。理解できるんです。ただ、今のお話を聞いていたら、局長と議

長の言っている話が違うでしょう。要するに、委員会の許可や、また

は委員長が必要と思った、副議長の意見を聞く必要があると思ったと

きだけに発言できるんであって、議長と同じように発言できないとい

うのが今の話ですよ。じゃ、何で副議長を委員から外すのか分からな

い、そうなると。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員 

 

 木津川市議会の議運はよく分かりました。僕も、副議長と同じよう

に解釈していたので、精華町議会でいう、具体的に言うと議運９人

で、議運委員長で僕は議運委員なんですけれども、９人の中に普通に

副議長は議運のメンバーなんです。そこに議長が入るということです

ね。だから、ここの議会でも普通に、議長は議長ですから、だから、

あとの７名でもちろん副議長も含めて議運のメンバーでというのを提

案させていただけたらなとは思いますね。 

髙味議長  今言われているのは副議長もオブザーバーじゃなしに、精華町は委

員として参加をしている。ですが、前回の議会では全員参加で議長、

副議長をオブザーバーにしようということでスタートしようやないか

ということになって、提案で、あの時の全協ではそれでいこうではな

いかというのを受入れてもらったということで。 

竹川議員  ちょっと違うんですね、実際は。 
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髙味議長  今聞いていたらいろいろと齟齬があるけれども、まず、そこも含め

てスタートしていった中で、また議運の中で従っていったらどうかな

と。そうしか、これ入り口からどうやこうやになったら、議運自体が

スタートできるのかということになりますので。 

 竹川さん。 

竹川議員  だから、前提が間違っていたんですよ。それやったらええかなと思

っていたんですよ。でも、はっきり言ったら副議長に発言権が全くな

いので、それはよくない。だから、木津川市議会のことはよく理解で

きたんですけれども、ここでは全員で議運でやろうというのがそもそ

もの大前提であったので、ところがよく聞くと、副議長には発言権が

ないというのはそもそも大前提に反するので、もう一遍考え直して、

全員が議運になると。ただ、議長は議長なので、だから、あとの７名

で議運を構成するという、それが本来の姿かなと思うんですけれど

も。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 だから、どっちかはっきりしてほしいんです。つまり今、局長や議

長が言ったように、木津川市議会方式だと副議長は議運の委員ではな

いから、ないけれども、発言はオブザーバーのものじゃなくて、委員

外議員としてそこに座るのであって、発言の権限としてはないと。さ

っきも委員長やその委員会のメンバーがうんと言わなかったら発言で

きないという立場にあるというのが、今の木津川市議会の運用と分か

りました。その木津川市議会の運用をこの組合議会でも同じルールで

進むのかどうかを今問うているわけです。私を除いてやるとなった

ら、私はそれは了解できないということです、そしたらね。そうじゃ

なくて、要するに議長と同じように発言をする権限はあるよと、副議

長もというんだったら、ここの組合議会での申合せとして明文化して

くださいと言っているんですよ。木津川市議会の運営じゃなしに、と

は外れて、この議会としては、議長みたいな権限はないにしても、議

運に出席してオブザーバーとして発言する権限があるのかどうか、あ

るということを明確に無条件で発言する権利があるということを確認

して、明文化してほしい。どっちかです。 

髙味議長  今、精華町のほうからそういう意見がございました。この件につい

て、宮嶋さん、一番古い、何か意見があれば。 

宮嶋議員 

 

 何か物すごく議運で対立するようなことが現実的に想定されている

のかどうか分からんけれども、オブザーバーとしてということやか
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ら、議長と同じように発言してもらったらいいんじゃないの。最終決

めるのは議運なんだから、その意見を参考にするということなんでし

ょう。だから、別にそこであまり難しく考えんでもええん違うの。

一々、今副議長から発言の求めがありましたけれどもよろしいですか

というて、委員長が一々言わなくっても。手を挙げはったら、はい、

副議長というのでいいんじゃないの。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  それだと、局長が言うてることは正しいんですよ。局長は委員外議

員としてと言ってしまったから、断言したから、それはルール上はど

この議会でも、委員会の許可が要るんです、発言する場合には。それ

がルールです。だから、そのルールを変えるか、変えるなら、今宮嶋

さんが言ったように、発言してもらったらいいじゃないかとかなるか

らね。それを外すと確認されれば別にいいですけれども、委員外議員

ということでするのだったら、そうならないです。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  ちょっと聞き漏れているところがあったら申し訳ないんですけれど

も、先ほど私は確かに委員外議員としての出席を冒頭、毎議会、これ

は確かに運用的なところも当然ありますよ。委員外議員として副議長

が出席できるようにするというのが法的なところです。法的なところ

では、それが一番ということ。 

 そして、発言権云々のところにつきましては、いろいろ権限です

ね。議長も含めですけれども、権限につきましては、正副議長はこれ

は申合せのとおりでカバーするわけですが、正副議長は議会運営委員

会へ出席ができるものとする。ただし、表決権は有しないという申合

せをしております。したがいまして、議運に副議長が出席をして、何

か手を挙げるたびに採決するというふうな運用をしておりませんし、

する必要もないというふうに考えています。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  今言わはったのがもし木津川市の申合せだとしたら、それをうちの

分にできますね。 

金森事務局長  ここのということですか。 
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佐々木議員  そうそう、もちろん、うちは木津川市の付属機関でもなんでもない

から独自につくらないといけないわけですよ、ここのルールを。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  木津川式方式でやっていこうということを前回、前回か分かりませ

んが、やっていこうということを皆さんで決められたんですから、そ

の方式でいいんじゃないでしょうか。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  だから、さっきから言うように、そっちの議運いうのは、何度も言

いますけれども、副議長は議長と同じように発言できるよと、当たり

前のようにね。発言できるよというのが前提で合意しているんです

よ。ただ、その合意が、ここでは、今日の話では覆ってくるんです

よ。だって、それは運用上そうかもしれんけれども、もしそれが運用

上の話を、例えば過去のことを知らない委員長が就任したとしましょ

うよ、新しい議員さんが出てきて。その委員長が物すごく会議規則が

よく分かっている人としましょうよ。仮にその委員長が副議長に発言

させなくても、何の違法性もないですよ。通りますよ、法令上は。 

金森事務局長  ちょっと今聞き漏らして。耳が難聴なので。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そうなの。だから、要するに、局長の話が若干気になるのは、運用

上の話だったらいいんですよ。さっきのも、今日の傍聴だって運用と

言わはるけれども、うちの傍聴規則知っていますよね。傍聴券を発行

しなあかんのですよ、受け付けた後。その傍聴券の中には住所、氏

名、年齢を書かないかんのですよ。となるかもしれんね、うちの傍聴

規則には。だから、それに背いた事務をやっちゃうというのは、これ

はよくないんですよ、どう考えたって、公務員としては。ルールにな

いことをやるとか、ルールにあるのにやらないとかということは基本

的に許されない。もし運用のほうを正せばなるのね、それは。運用の

ほうが正しかったら運用のほうに合わせたらいいわけですよ、規則を

変えればいいわけですよ。それは別に私も反対しない。 

 個人的にはさっき申し上げたように、傍聴券に住所、氏名、年齢ま

で書く必要ないと思います、私は。ないと思っているから、本来傍聴

規則は改正すべきだと思っているけれども、これは横においておい

て、だから、そういうのもさっきの木津川市議会の運用では、さっき

局長がおっしゃったように、委員外議員としての出席だと、あくまで
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も。委員内のメンバーではないと。しかも、議長と同等の、議長が委

員会で発言する権限はありますから、議長と同等の権限は持たない

と、法的にはですよ、持たないということは今確認あったわけです

ね。そこで判断する段階で、副議長の発言権を無条件に認めようと思

ったら、何らかの申合せで、今局長おっしゃったのは、出席する権利

はあるとおっしゃったけれども、発言する権利はあるとは言ってない

ですよね。要するに簡単に言えば、副議長が議運にいてもいいよと。

でも、発言できる規定がないと今聞こえたので、そういうことですよ

ね、今の申合せでは。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  ちょっと待ってください、２点ございましたので、まず、傍聴規程

でございますけれども、確かに傍聴券の配布という規定があって、前

段に議長が必要と認める場合というのがございますので、これも運用

という部分でさせていただいているところです。 

 それから、私の先ほどの説明の中で、副議長には発言権はないとい

うような表現はしたつもりはありません。出席をいただいて、当然発

言はしていただきますが、正副議長がただ発言はできるけれども、オ

ブザーバーですよ、採決権はありませんよと。そういう趣旨のことを

私は説明したつもりです。 

 以上です。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  だったら、書きましょう、そういうふうに。木津川市のルールの申

合せの下に、うちのルールとして、正副議長は出席して発言する権利

があるというふうに書いて確定させましょう。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、副議長のほうから木津川市のルールでも、宮嶋さんが言われた

ように、副議長の発言は今までも多々あったわけです。ただ、議決権

は２人にはないですよということの確認と、我々木津川市議会の議会

運営委員会は、あくまでも議長と副議長はオブザーバーということ

で、自ら発言をすることは控えているわけです。控えているという言

い方はちょっとおかしいかな。まずは議員皆さんの議論を聞いて、そ

の中で発言をしなくてはならないときは挙手をして、発言をして、運

営をしている。要は副議長が議会運営委員会の議論について、一から

十まで手を挙げてしているということは木津川市ではなかったという

ことで、オブザーバーという扱いになっていると。いろいろ運営の方

向は違いますけれども、木津川市としてはオブザーバーであって、発
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髙味議長 
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言は許されることやけれども、あくまでも議論については議会運営委

員会のメンバーに任せて進めていっているというのが木津川市のやり

方です。そのままそれを踏襲していくんやったら、そのまま踏襲され

たらというのが前回の全協での決定事項やったんじゃないかなと思い

ます。 

佐々木議員  説明してません。そういう説明は受けてませんよ。 

髙味議長  森本さん。 

森本議員  だから、今、佐々木議員の言われたことと、それから、髙味議長が

言われたことを含んで、議運の申入れ事項に、運営規則というのか

な、ただし書があるんやったら、今の議論の中でみんなが納得できる

ことは書き込んでおいたら、覚書として、申合せか覚書か、書き入れ

て、基本は木津川市の議運のルールに従うけれども、ただ、こことこ

こについてはこういう副議長、オブザーバーはこういうふうにします

よとか、そんな覚書の中に書き込むようにしたらどうでしょうか。 

佐々木議員 

 

 

 何度も言っているように、まず、お互いの申合せを交換しましょう

よ。前から同じことを事務局にそれは。それが全く分からない段階で

議論したってかみ合いませんよ、それは。だって、今のそこまでの

話、前回は聞いていませんよ。だって、あくまでも伊藤さんの話があ

ったのは、木津川市では正副議長どっちもオブザーバーとして議運に

出ているし、発言できますよという話は聞きました。だから、了解し

たわけですよ、副議長の発言については。今の話を聞いていると、極

めて木津川市の運用では、副議長は発言は控えろと。これは伝統で慣

例かもしれんけれどもね。慣例かもしれんけれども控えろということ

で運用されているんだったら、それをここに適用されたらそういう扱

いになってくるよね。 

髙味議長  控えろという。 

佐々木議員  そう言ったじゃないですか。 

髙味議長 

 

 

 

 控えろとは一切言っていませんよ。控えろとは一切言っていない

し、そこは議会運営委員会のメンバーがまず議論をして進めていく

と。その中で必要があれば、副議長、議長が発言を申し出て発言をす

ると。あくまでも副議長が先頭を切って議論するということがなかっ
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たということを今の事実と言うているだけであって、それをああやこ

うやと言われたかて、あくまでも木津川市議会はこういうことで運営

をしてきたということを言うているだけで。 

竹川議員  よく分かりました。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員 

 

 木津川市議会のことはよく分かりました。ただ、今の認識で前回、

僕ら、そうしましょうかと言ったんじゃないんですよ。例えば精華町

議会の議運でいうと、佐々木副議長は議運委員長ですけれども、精華

町議長は一番よくしゃべるんじゃないですかね。普通に議運のメンバ

ーとしてされている。みんなの意見を踏まえてされていると、そんな

ことじゃない。ごく普通の議運の一員という感じでしゃべってはるん

ですよ。僕ら、こういう場合、３人で打合せしているんですけれど

も、そういう認識で前回の話をしているので、ちょっと前提が変わっ

たので、だから、森本議員がおっしゃるように、普通に議長、副議長

が議運で、まさに全員ですよね、普通に話をするという、そういう認

識だったので、それを覚書に書いていただいたんだったらそれでいい

んです。ちょっと認識が違っていたんでね。それを言っているんで

す。 

髙味議長  森本さん。 

森本議員  次の定例会で議運を立ち上げて、そこで細かいことを決めていくん

だと思うんだけれども、細かいことというか、進行させるということ

でね。議運を今ここで細かいことを全部すり合わせというんやった

ら。 

佐々木議員  細かいことじゃないですよ。 

森本議員 

 

 

 

 

 

 

 

 いや、大まかなことでいいと思うんやけれども、先に立ち上げて運

用させていくことが目的やから、今ここで大まかなことでこことここ

が相違があったと。齟齬があったと。こういうふうに思っていたの

に、細かく聞いたら全然違うかったというところが出てきてんから、

そこが明確になったところは、いや、そうじゃないよ、こういうふう

に、みんなが今日合意したら、そこはこういうふうに変えましょう

と。ただしこういうふうにしましょうというふうにして、ポイントだ
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森本議員 
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けを取りあえず納得しておいて、次の定例会で議運をやるということ

につなげてないと、ここでつまずいてしまったら、議運が立ち上がら

へんかったら何の意味もないから。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  それはそうやと思います。同意します、そこについては。ただ、今

の、今日の会議の雰囲気から言うと、方向から言うと、木津川市議会

の運用を基礎としてしまったら、今、私は副議長だけれども、副議長

に関してはほかの議員と同等の発言をするチャンスはほぼなくなる可

能性があるということが分かりました。議運を走り出すのはいいと思

うんだけれども、今の木津川市側の運用を導入するというふうになれ

ば、次に議運をやられても、ケースは同じだけれども、副議長として

はあまり発言できないよという話になっちゃうわけですよ。まず、そ

ういう規制がかかるという可能性があるんであれば、ちょっと別の考

えなのでということです。 

髙味議長 森本さん。 

森本議員  私がさっき言っているのは、佐々木議員が危惧されることを今この

場で全員が納得するんやったら、その危惧をなくすような覚書を作っ

ておきましょうと。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  だから、さっきお話ししたように、木津川市の申合せを基礎にしな

がら、もっと明確に正副議長が出席しても、副議長も含めて発言権が

あるよと、議運でのということを明文化してもらいたいと、それは。 

髙味議長  まずは、オブザーバーということは意味は分かりますよね。 

佐々木議員  オブザーバーの意味が分からない。 

髙味議長 

 

 

 

 オブザーバー、じゃ、そうしたら、議長、副議長には議決権はない

ということは確認、よろしいですね。 
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髙味議長 

つづき 

  （それは異議なしの声） 

 

 今、発言については、議長、副議長、発言はできると。 

森本議員  この組合に限っては、そういう部分。 

髙味議長  うちでもできる。うちでもできるから。ただ議決権はありませんよ

という扱いをされることも含めて、議決権がないということを含め

て、オブザーバーという扱いで木津川市は運用している。 

森本議員  単に名前がオブザーバーということやから。 

髙味議長  議決権がないから。 

佐々木議員  オブザーバーという言葉が議会上、ないんです。 

髙味議長  ない、ない。 

佐々木議員  ないですよね。ただ、一般的に言ったら、さっき議長がおっしゃっ

たように、そういう表決権がなくて、発言できるから、一応オブザー

バーという言葉を使うのが一般的だけれども、議会の運営上、オブザ

ーバーという言葉はないので、それをはっきりさせようと思ったら、

副議長にどこまでの権限があるかというのをどこか明確にしてもらわ

ないかんのですよ。ということを言っているんです。 

 今日の話を聞くと、委員外議員であって、木津川市の運営上、あま

り出しゃばらないよう、あまり発言しないで運用されているというこ

とから見れば、そこから見れば、委員じゃないから発言権はないに等

しいんですよ、ルール上。だから、ないに等しいルールでこの議会で

も運営するのかを聞いているわけです。明確に発言権を、それはどこ

まで発言するかという話は人によって違うからね。いろいろあると思

うけれども、運用じゃなしにルール上、副議長に議運での発言権を明

確に規定する、または申合せするということをしてもらわないとなか

なか厳しいなと思いますね。 

髙味議長 

 

 

 あまり副議長が言われていることと、木津川市がしていることとは

齟齬はないと思うんですよ。言うたら、副議長が発言を求めたら発言

ができるという運営をしているから、何ら問題はない。 
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髙味議長 

つづき 

 副議長。 

佐々木議員  ということは今の話を聞くと、要するに副議長が手を挙げても委員

長が指名しないと発言できないという話ですよね。 

髙味議長  それはもちろんですわ。それはどこの委員会でも一緒ですわ。 

佐々木議員  ただ、普通の委員会だったら、委員は発言はできるじゃないです

か。 

髙味議長  委員長が当てたら。 

佐々木議員  そう、そう。基本的にはうちもそうだけれども、発言するたびに挙

手する委員を当てないという委員長は基本的にいませんよ。 

髙味議長  いませんよ。うちもいません。 

佐々木議員  いないでしょう。でも、今の話だと委員長が認めなかったら、副議

長は発言できないよという話になりますよね。 

髙味議長  だから、それはどこの委員会でも一緒ですよ。 

佐々木議員  議長、整理してください。今、木津川市も精華町も、普通の議運以

外の委員会でも、議長は出ないじゃないですか、その委員でない限

り。議運以外の委員会ですよ。に議長は出ない。議長は出ないじゃな

いですか。出てないんだから、指名されてなかったら当たり前の話や

わな。 

髙味議長  出てなくて。 

佐々木議員 

 

 

 

 ちょっと待ってください、ですよね。今は議運の話をしているんで

す。議運に関しては、精華町議会は、副議長も議運でも出ることがで

きます。現実に議運のメンバーの一人です。当然一員として、副議長

じゃない、一員として発言ができます。表決権もありますという扱い
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佐々木議員 

つづき 

をしているわけですね。今の話は、木津川市の場合は、副議長につい

ては出席はオーケーだと局長がおっしゃった。申合せ、出席できると

いうのはあるとおっしゃった。でも、出席できるだけであって、発言

できるとは明確に書かれていないということが分かったわけよね。そ

の後の議論で、今の議長の話を聞くと、要するに議運の委員長が指名

しなければ発言はできない。 

髙味議長  それはどこの委員会でも一緒よ。どの委員会でも。 

佐々木議員  違う違う、私が言っているのは、普通の委員を指名する話ですよ、

オブザーバーで出席する委員。 

髙味議長  だから、出席されるんやから、出席者が挙手をして発言を求めた

ら、普通、委員長は発言を許すという運用ですよ。木津川市も。何の

問題もない。 

佐々木議員  じゃ、そう書きましょう、そうしたら。それは申合わせに。 

髙味議長  何にもこんなん書いて、書けというなら。 

佐々木議員  ちょっと乱暴ですよ、会議規則上は発言権ないんですよ、副議長に

は、どの委員会も。 

髙味議長  だから、何遍も言うてますやん。だから、委員長が出席者に対して

挙手を求めた場合に委員長が指名をしたら、発言ができることは、当

たり前の運営です。 

佐々木議員  当り前じゃない。違いますやん。 

髙味議長  どう違うんですか。 

佐々木議員  もう一遍言いますよ。普通の委員会で委員だったら、普通、挙手し

たら指名しますよね、当たり前の話。それは当たり前なんですよ、そ

こは。けれども、今の話は、オブザーバーで出席する議員の扱いはど

うするかということでしょう。 
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髙味議長  だから、オブザーバー。 

佐々木議員  だから、オブザーバーの場合で明確に発言ができるよう。 

髙味議長  出席者は出席者として、オブザーバーであろうが出席者として、挙

手を求めたら発言を許しているというのが木津川市の今までのやり方

ですと何遍も説明していますやん。だから、佐々木さんが心配しては

るのかどうか知らんけれども、副議長が手を挙げたときに、委員長が

無視するようなことはないと。 

佐々木議員  だから、それを明確に。 

髙味議長  それが、そこが信用できへんのやったらもうあかんやんという話や

ん。僕はそんなの書く必要もなく、きちんと運営できるやないかとい

うのが私の意見です。 

 副議長。 

佐々木議員 

 

 

 これはここだけじゃなしに、うちの議会でも話になるけれども、今

の議員はそうかもしれません、今日の話を聞いているから。けれど

も、来年、選挙でしょう。その次には我々、選挙でしょう。もしかし

たら来年だってメンバーが替わるかもしれないですよ。そのときに、

この議論を聞いていない人が見れば、何を基準にするかといったら会

議規則ですよ。だから、会議規則には、何遍も言いますけれども、議

長は発言権あるけれども、副議長はないですよ。それが普通の考え方

です、議会運営の。普通の会議規則というのは、要するにちょっと修

正して運用しますよと言っているわけ、議長が、でしょう。それはい

いよと言ってるんですよ。修正して運用するんだったら、ちゃんと書

きましょうと、それは。明確に、申合せでもいいから、明確に書い

て、オブザーバーである議長、副議長については、普通の委員と同様

に発言できますよと。もちろん表決権はないですよ。議決権はないけ

れども、発言に関しては普通の委員同様、発言できますよと明確に書

きましょうよ、そうしたら。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 分かりました。申合せ事項に書いたらどうやという話です。ただ、

次の議員がこの話が分からないんじゃないかというのは、これは違う

と思う。ちゃんと議事録も残っておりますので、そのことはずっと残

ってくることであって、私ら知りませんではないです。きちんと議事

録を読んだら、このときにはこういう議論がありましたということが

残りますので、それはほっといて、明文化していこうということにつ
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髙味議長 

つづき 

いてどうですか。 

 宮嶋さん。 

宮嶋議員  皆さんがそれでええと言わはるのやったら、もうそうしたらいいん

じゃないですか。今は何を危惧されているのかよう分からんけれど

も。木津川市精華町環境施設組合議会としてスムーズに進行できるよ

うにするということで進めていくということで、疑念があるんやった

らそこは明確にしておいたらいいと思いますけれども。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ、今の発言は、でも、皆さん知っていると思うけれども、議運

をつくろうというときに幾つか案があったじゃないですか。全員で構

成するか、半分の議員でやるとかという幾つかの案がありましたよ

ね。そのときに選択したのは全員でやろうだったんですよね。全員で

やろう。もちろん議長は入りませんよ。でも、基本的に全員でやろう

というのが合意事項ですよね。そのときに、じゃ、条例改正案をつく

るときに、じゃ、誰を委員にしようかという話になってくる。そのと

きに出てきたのが、何度も言っているように、木津川市の運営方式。

正副議長は委員にしないという運営方式でやろうという話になったわ

けですよ。その話したときの話合いの原点を、さっき竹川さんからあ

ったように、正副議長も普通の委員と同じように、もちろん表決権は

ないけれども、普通の議員と同じように発言できる権限があるよとい

う理解で私は同意しています。ところが、今日の話がまた違っている

ので、だから心配だから、会議録じゃなしに、ちゃんと申合せの一項

目として。だから、もっと言えば、この議会については、例規集以外

に申合せをちゃんと明確にしておくべきだと思います。文書として残

すべきです、これは。そうしたらと思うんだけれども、その申合せ事

項の中に、ちゃんと委員のメンバーでなくとも、正副議長については

議運において発言することができるということを明確に書いていただ

きたい。それが最低条件です。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員  私たちこの現メンバーはよく理解できてるんですけれども、やっぱ

りどんどん人間が替わっていくので、どっちでもええんやったら書い

たらいいので、覚書をね。なくてもいいん違うの、あってもといいん

違うのやったら作っておきましょうよと。 
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髙味議長  という意見です。どうですか、皆さん。 

 森本さん。 

森本議員  今言われているように、書かないと前へ進まへんのやったら、やっ

ぱりそれは書いておいて、まず、議運を立ち上げて進めていくことが

大事やから。これで、また何代か先の議員は、そんなオブザーバーや

から、そんなものは要らないよとなったら、そのときまた覚書を差し

替えたらええことやから。今は取りあえず精華町の出てこられている

議員さんは思い違いをしていたから、それに触れないと納得できない

とおっしゃっているんやから、取りあえずそれを入れて運営を進めて

いくという立場で、僕はそれでいいと思います。 

髙味議長  ここでこの話が今出ていますけれども、覚書は輪番制であるとか、

議員定数のことに関しては、ここに移ったときにちょうど私が次長

で、杉浦さんが議長で、いろいろ協議をして覚書、それぐらい違うか

な、今、覚書は。 

 総務課長。 

松井総務課長 

 

 今あるのは事前にお配りしました議長、副議長に係るもの、それか

ら、一般質問の試行にかかるものがあると、この２つが明確に文書と

して残っているところです。 

髙味議長  今回、今言われたように、議会運営委員会としての覚書の中にその

一文を入れて、議会運営委員会でやるという方向性でいきたいと思い

ます。それでご異議ございませんか。 

佐々木議員  だから、明確に書いてください。 

髙味議長  書くと言うてます。 

佐々木議員  正確に確認してください。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 今諮っています。 

 それでよろしいですか。 

 

  （はいの声） 
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髙味議長 

つづき 

 そうしたら、議会運営委員会としての覚書を新たに作成して、まず

はその１項目を入れるということで進めたいと思います。 

 時間も大分押してまいりましたので、あと、あれやね。 

 総務課長。 

松井総務課長  先ほど、本日ご議論いただきました内容で、次回の一般質問に向け

まして、現在の試行に係る確認事項から若干変更して行うということ

をご確認いただいたと思います。 

 内容でいいますと、幾つかございましたが、現在の確認事項からい

いますと、現在の一問一答、この部分は規則にも確認事項にもうたっ

ておらない状況になってございます。令和４年１月１１日、これで一

旦施行にかかろうということでしておりますし、毎度毎度細かな修文

をしていって改訂をするのか、本日、全員協議会での確認事項という

ことで皆さんにご確認いただけるのであれば、確認事項を更新してい

くんじゃなくて、最終、これから議運のほうで先ほどありました申合

せですね、覚書と言われたもの、申合せで整理する中で最終的にきっ

ちりと押さえていくのか、そのあたりご確認いただいて、もう来月に

は通告の案内もさせていただくことでありますので、それまでにこれ

をきっちりそのあたりをしたものをまいてからしか動いたらあかんと

おっしゃるのか、今日確認できたので、この１月１１日の確認事項は

生きにしておいて、次回は中身は一問一答でやるというふうな運用で

やっていくのか、そのあたりだけご確認いただければなと思うんです

が。 

髙味議長  要は今日確認した一問一答、３０分云々を今明確化するのか、その

明確化は議会運営委員会ができてからきっちり明確化するのかという

ことを言うているわけですね。その進め方はそれで進めるということ

は皆さんに確認をしていますので、今事務局が言うているように、今

回ここで決めたことを明文化するのか、改めてもう一度議会運営委員

会で明文化するのかという提案やな。どうしましょう、もう明文化し

ておきましょうか。 

森本議員  運用は進めてもらったらいいん違う。 

髙味議長  いやいや、明文化の話。 

森本議員  明文化は。 

髙味議長  進めるのは進めることで、全会一致で決めたやん。 
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森本議員  明文化は次の議運のときに配ってもらったらいいけれども。 

髙味議長  そしたら。 

 副議長。 

佐々木議員  筋から言えば、１１月２９日の前に臨時議会を開いて、最終的に議

運をつくるわけですよ。筋から言えば。だから、ここで合意している

わけだから、それで運用してもらったら結構だけれども、そこはしっ

かりと本来から言えば、２月に条例改正して議運ができたわけです

よ。しかも、さっきあったように、指名もされているわけですよ。議

運ができて委員もいるのに、そこで諮らずにという話になってしまう

とまずいので、本来から言えば臨時会を短時間でやっていただきたい

と思います。ただし、それが難しいんだったら、それこそ今日、日程

的にこれで終わるんだけれども、次の定例会の１週間以上前の段階で

正式にどこかでやらないとどうしようもないですよ、本当に。議運が

できないでしょう、次の定例会まで放っておくと。１１月２９日まで

議運が正式に発足しないと、正副委員長決まらないという話になって

しまったら、具体的には要するに９時半なら９時半に一旦開会して、

休憩して、議運を開いてという、その後、正副委員長を決めて、その

後に今日相談していることを正式確認するとなったら、本会議の中断

時間が延びますよ。それでもいいんだったら、それでいいと思います

けれども。どうなんですか、それ。 

髙味議長  総務課長。 

松井総務課長  中身、運用につきましては、例えば具体的に言いますと先ほどの一

問一答、これは行うということで本日、全員協議会の中でご確認いた

だけたと思います。申し上げましたのは、今残っている、手元に明文

化されているのは１月１１日のこの部分しかありませんので、ここに

一問一答のことを入れていないという状況での確認事項しか残ってお

らないということになっています。ですので、次を始めるまでに、こ

こにうたわないといけないというふうなご判断をされるのか、今日確

認したので、この確認事項はこのまま生きでよいというふうにご確認

いただけるのか、その部分をご確認いただければなと思うんですが。 

佐々木議員  意味が分からない。 

髙味議長  伊藤さん。 
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伊藤議員  全員の議員さんがおられて、一応決しているということですので、

それは同じことを二度やる必要はないと。今確認して、それで異議が

出ていないから、それでいいかと思います。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  課長がおっしゃった、要は内容だけれども、１月１１日の確認事項

があって、それは１２月の全員協議会での話をまとめたものでしょ

う。だったら、次にある定例会のルールといったら、今日話したこと

じゃないですか。今日話したことのほうが新しいんだから、次回も新

しいほうが優先しますやん、ルールというのは、基本的には。だか

ら、前回の１月１１日と今日話したことが矛盾しているところは、そ

れは変更しなあかんという話よね、今日の話からしたら。新しい合意

の運用なんだから。それだけの話であって、そんな難しい話じゃない

とは思うんだけれども。 

髙味議長  総務課長。 

松井総務課長 

 

 すみません、手続き論みたいな話になっておりますが、前回も１２

月に全員協議会でご確認いただいたことをペーパーにまとめて、その

間で議員の皆様に最終ご確認をいただいて、１月１１日に決定をし

て、そこから一般質問の通告の手続きに入ったという手続きを踏みま

した。今回も、本日ご確認いただきました。次、来月早々には通告案

内を予定しておりますけれども、その間にここに一問一答という言葉

を書いたものをまたご確認いただいて、事前の日付で更新なりする必

要があろうかという部分をご確認いただければなと思うんですが。 

佐々木議員  あるんじゃない、必要は。 

髙味議長  総務課長。 

松井総務課長 

 

 そういう形でしっかりするということであれば、少し文案をつくら

せていただきまして、再度議員の皆様にご確認をいただいて、それで

ご意見ないということであれば、その日付で更新をかけて、その後に

通告の案内をしていくという手続きが必要ということでございました

ら、少しそのあたりまた事務局のほうからご連絡をさせていただきな

がら、議員の皆様方にご確認等いただきたいと思いますが、その方向

という形でなります。 
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髙味議長  事務局案で進めたいということでご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 日程調整もありますので、できるだけ早く行ってもらいます。 

 もう時間も押していますので、次回の定例会の日程について事務局

から説明をお願いします。 

 総務課長。 

松井総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総務課長でございます。 

 次回の定例会までの間のここのスケジュールにつきまして、現段階

の案ということでご報告させていただきます。 

 まず、既に事前連絡させていただいていますのは、本年１１月２９

日火曜日９時３０分から令和４年第２回の定例会を開会したいという

ふうに考えております。これに伴います招集告示でございますが、お

おむね１週間前になりますので、現時点でいいますと１１月２２日の

火曜日が定例会の告示予定になるかなと考えてございまして、この日

に議案書配付という形になろうかと考えています。 

 その前に、一般質問の通告の締切りを設けます。現在の一般質問の

試行に係るもののご確認の中でいきますと、本会議招集告示日のおお

むね７日前までの正午という形でご確認をいただいております。この

あたりは少し土日休日等の関係もございますので、現時点で考えてお

りますのは１１月１４日月曜日、告示の８日前になります。１１月１

４日月曜日の正午までに通告の締切りをいただけないかなというふう

に考えてございます。その内容でいきますと、そこから約１０日以上

前ぐらいには通告のご案内をしなければならないと考えておりますの

で、このあたりにつきましては１０月３１日、１１月１日の週、１０

月３１日から１１月の初旬の最初の週でご案内をさせていただきます

と、通告前のおよそ１２日前以上にご案内できるのではないかと考え

ております。 

 先ほどご案内させていただきましたとおり、こちらの確認事項のほ

うをしっかりと確定してから、そういう行為を起こすべきだという話

でございましたら、確認事項につきましては１０月の末までにはご確

認いただく必要がございますので、来週にでも事務局のほうで素案を

作らせていただいて、ちょっと日にちのない中ではございますが、ご

連絡させていただいたものをご確認いただいて、また事務局のほうに

ご意見等いただいて、最終的にこういう場ではないですが、全員のご

意見がないという確認が取れた時点で確定させたものを確認事項とし

てまた改訂したいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  日程、当日の定例会の。 
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 議会運営委員会はその定例会で行うということやな。 

 総務課長。 

松井総務課長  はい。議会運営委員会は先ほどまでの議論のとおり、現時点で開く

ことができませんので、最短で開けるのは定例会の当日、１１月２９

日となりますので、事前の議会運営委員会の開催は現時点では予定し

ていないというところでございます。 

髙味議長  事務局案はそういうことでございますので、日程等々の窮屈さがあ

りますので、首長関係のこともあっての日程調整かと思いますので、

その方向でよろしいでしょうか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 副議長。 

佐々木議員  別に日程自体はいいんですけれども、よく分からない。前回は２週

間前ですよね、定例会の通告締切りが。 

松井総務課長  通告の締切りはおおむね告示日の７日前と。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 だから、今回１５日前ですよね。何か理由がいまいち分からないの

と、１日早くしなきゃならない理由がどこにあるかというのが分から

ないのと、それから、事務局には申し訳ないけれども懸念事項があっ

て、この間の定例会のいろんな質疑、議案質疑も含めて、会議録を見

せていただいたけれども、例えば予算、決算の委託費の内訳だとかと

いう資料を出してほしいという意見があったじゃないですか。だか

ら、要するにこれまでの議会運営とか議案に関係するものについても

うちょっと説明をしてねという意見があったわけで、それについて、

まだ議案は作られていないかもしれんけれども、ぜひとも次の定例会

の資料の中には、これまで議員が出されたものはできるだけ反映させ

て作ってほしいというのが１点あります。 

 もう一点は、ちょっと申し訳ないけれども、これも議会のここのホ

ームページの中に、議会のホームページを作るよという話があったじ

ゃないですか。複数の議員から出ましたよね。それはいいと思うんだ

けれども、ところが当時の事務局答弁では、皆さんと、つまり私たち

議員の皆さんと相談をして、議会のホームページをどうするか相談さ

せてもらいますよという答弁をされているんですよ。でも、相談なく

て、今年の６月に会議録をアップしましたよね。だから、申し訳ない

けれども、議会公式答弁と違うことをやられてるんですよ。答弁して
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いることと違うことをやられているので、そうなると議会の権威なん

て全くなくなりますよ。うそを言ってもいいとなりますからね、そ

れ。だから、議会でやるとか、答弁のことは責任を持って、それは対

応していただきたい。 

 それから次、冒頭言っているみたいに、２月に決定したことを１０

月まで放っておくということも含めて、確認事項と違うので、この当

時の確認事項とは。もし何らかの理由で、例えば震災が起こったとか

という場合は、それはちゃんと連絡してください。こうこうこういう

理由で予定どおりできなかったと。だから、代案としてはこういう日

程になりますよと。それは別にそこまで私、否定することはないけれ

ども、何も言わずにやることはやらない。答えたけれどもやらないと

なってしまったら、それは基本的な信頼関係に関わってくるので、そ

れはしっかり対応していただきたいと思います。 

髙味議長  総務課長。 

松井総務課長 

 

 

 

 

 総務課長でございます。 

 ただいま幾つかいただきましたが、時間もありませんので、まず、

日程の関係、改めてなんですが、先ほど申し上げました１１月２９日

を定例会の開会の起点といたしまして、まず、告示については７日前

ということで２２日になります。今の確認事項に基づきまして、通告

の締切りがおおむねその７日前ですので、ここをカレンダーでも確認

しながらなんですけれども、告示の８日前で今回お願いできないかな

というところで、１１月１４日月曜日に。 

佐々木議員  だから、その理由ですよ。聞いているのは。 

松井総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは我々の事務の関係も含めまして、おおむね７日前というとこ

ろですので、１日前倒しになりますが、この週の我々のほうの業務等

も含めまして、１日前でお願いできないかなというところです。おお

むね７日前というのは守らせていただいたのかなと考えているところ

です。案ということで。 

 その前の通告の締め切りの案内につきましては特に規定はございま

せんので、できるだけ前もってと思っておりますが、１０日以上前ぐ

らいというふうな思いを持っておりますので、１１月の頭に確認させ

ていただければ、それでも１２日前以上にご案内できるのかなと思っ

てのご提案の内容でございます。 

 議案の資料等の関係につきましては、これまでいただきました意見

に基づきまして、できるだけこちらも丁寧にご説明できるような工夫

をさせていただいているというところではございますが、まだまだそ

こは十分ではないというご意見もいただいているところでございま
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す。いただいた意見については、こちらのほうでできるだけ改善しな

がら対応はしてまいりたいですが、不十分なところは改めてご意見い

ただければと思っております。 

 それから、ホームページの関係につきましては、ご意見が出ていま

したように、この議会のほうでご検討いただく内容やということで確

認はしております。その方法で進めるに当たりまして、この議論を進

めていただくのに議会運営委員会というのがベースになってくるのか

なと考えていたところです。その中で、今回、議会運営委員会がなか

なか開けない中で、少しでも動かしていくというところで議長とも相

談させていただきまして、ホームページを更新していくと、作ってい

くということは方針ができていると。その前にまず、最低限資料で出

すものということで、本会議の資料はそちらを前もって、今も改定す

る前ですが、今のホームページの中にページをつくって早めに公開を

しようというご判断をいただいて公開をして、皆様に周知をさせてい

ただいたというところでございますので、議会のホームページはまだ

まだこれから作っていくものということでご議論いただきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

髙味議長 

 

 事務局としても、いろいろご不満はございましょうが、一生懸命や

ってくれているということを理解していただいたらなと思います。 

 ほか。 

副議長。 

佐々木議員 

 

 あと、気になっているのは、この間、事務局とやり取りさせてもら

っているけれども、今日の議題の１個として、継続案件になっている

議案第４号について相談したいということを若干聞いているんだけれ

ども、今日の議題になっていませんよね。心配しているのはこのまま

何も議論というか協議がなくて、少なくとも全協でこれはちょっとや

やこしくしてるじゃないですか、この４号に関しては。全協でやるこ

とに対しても若干疑念はあるけれども、それは横においておいて、こ

のままいって採決に移ってしまったら混乱を招く話なんだけれども、

それは第２回定例会には何もしない。要するに下打合せだとか、調整

だとか、それで突っ込むつもりなんですか。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 議案については、提案権は管理者側にありますので、木津川市議会

は事前に協議をするとかいうことは極力しておりませんので、そこは

管理者側がどうするかということで、議会がどうこうということでは

ないのかなと。木津川市議会の場合、全協で事前に議案の説明とかと

いうのはいかんということで、発議、提案があってから本会議にて議

事を進めるということでやっておりますので、議会からああせえ、こ
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うせえということをやっているところはない。 

 副議長。 

佐々木議員  ちょっと議長、一貫してくださいよ。今の議長の発言が本当だとし

たら、前回、２月８日に全協をやったこと自身が間違いですやんか。 

髙味議長  いや、違う。 

佐々木議員  いや、なってしまうんですよ。要するに議案については調整しない

と。ぶっつけ本番でこの場でやるんだと、もしそれが本当だとするな

ら、だとしたら２月８日の本会議後の全協というのは間違ったという

ことになっちゃうんですよ。 

髙味議長  あれは全協。 

佐々木議員 

 

 

 いいですか、だから、そこの扱いもちょっと疑念が残るわけだから

ね。もし本当に議長が言うとおり、この議会みんなが合意すれば、事

前の調整なり、そういう追加説明なり、そういったものは一切やらな

いと。いわゆる事前審査になっちゃうからやらないということでやる

のか、それとも、みんなが一定納得して議案の採決に臨もうと思った

ら、やっぱり疑念のところは平場のところで、本会議じゃなしに平場

のところでやっておかないと。しかも、今日のところは決めてないけ

れども、これは本会議質疑になるからね。一般質問じゃないので、３

回制限がかかってくるわけですよ、質疑回数に。この前の２月８日の

全協は３回制限かけてないじゃないですか、全協だから。だから、あ

れだけフランクな話ができたと思うんだけれども、それは全く追加の

調整なり、要するに落としどころをこの８人がイメージせずに突っ込

むというのは物すごく危険だと思います、私は。これは単純に賛成反

対の話やしね。議会運営、次残っているというのは物すごく怖い、こ

れは。 

 要するに聞きたいのは、継続案件の議案第４号については、もうこ

ういう場で、もしくは別途委員会なりで詰めるというか、議論する余

地はないという判断を管理者はしているという理解でよろしいです

ね。 

髙味議長  管理者の判断はどうかということは確認は取っていませんけれど

も。 
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佐々木議員  議長に聞いていない。 

髙味議長  木津川市議会は事前審査はしないという方向で議会運営をやってい

ます。ですね、宮嶋さん。 

宮嶋議員  全協で議案についての事前審査的なことはしてないですよ。 

佐々木議員  なら、２月８日の全協は何だったのかという話になりますよ。 

髙味議長  事務局長。 

金森事務局長 

 

 

 

 

 

 

 ただいまご指摘をいただきました継続案件となっている議案第４号

のことについてであります。２月定例会を終えまして、この間、市町

の議会が、定例会が、４月は知事選挙もあって、その後、事務局な

り、あるいは管理者含め、様々２月定例会の結果を受けまして議論を

してきたところであります。そういった中で、この案件については

様々課題が多いということの確認をし、一旦ペンディング、保留をし

ながら、いろいろといただきましたご意見あるいは課題、そんなとこ

ろをしっかりと事務局云々の運営全般についても、やはり問題点、課

題等整理をしながら、いま一度立ち止まって改善というか、方向に向

けて検討していきたいというふうになったところでございまして、今

現在、一旦保留をさせていただいているというところでございます。

したがいまして、臨時会がこれまでなかったというところについて

も、実はそういったところに起因するところでありますのでご理解を

賜りたいというふうに思います。 

 以上です。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  ということは次の定例会で議案を取り下げるということですか。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長 

 

 

 

 はい。取り下げるといいますか、まず、これは法律的なところで申

し上げたいと思いますけれども、これは佐々木議員も前回定例会な

り、あるいは全協の中で議論されていることですけれども、提案をい
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たしました議案第４号につきましては、事実上の協議、継続協議とい

う意思決定をされて、閉会後に継続した議論をいただきました。しか

しながら、委員会付託をして、法的な継続審議にはなっておりません

ので、法的には廃案となっておりますので、いま一度これをお願いし

たいという時には、再提案というふうな形になると思います。 

 以上です。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員  今の答弁からいうと。 

金森事務局長 

 

 

 もう一遍言いましょうか。議案第４号で２月定例会に上がりまし

た。これは事実上の継続協議という意思決定をいただいて、終了後、

全協をいただいて議論していただいた。必要なら臨時会をお願いし

て、引き続きこれについて議論いただきたい、採決いただきたいとい

う方向性で２月については終了したわけであります。しかしながら、

次、法的な話。法的にはいろいろ提案をして、未決のまま定例会が閉

会したということは、その時点で法的には廃案というふうになってお

ります。けれども、それを何とかしたいという思いがあって、それを

何とかしようと臨時会をお願いする、あるいは１２月の定例会にお願

いするということはあるわけでありますけれども、一旦廃案になって

おりますので、当然いま一度委員会なり、定例会で同じものをもしか

したらいろんなご指摘いただいて若干変わることもあったかもしれま

せんが、改めて提案をし、お願いをするというのが本来の流れだろう

というふうに思います。 

髙味議長  副議長。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、局長の言っていることは一理、同じように思いますよ。という

ことは、２月８日の本会議の私たちの決定自身がおかしかったという

ことですね。通常の継続審議というのは、冒頭、議会でどこかの委員

会に付託して、その委員会がもっと時間が欲しいということで、最終

回に委員長報告できないから時間を頂戴ということで継続審査を申し

出て、それを本会議でオーケーというのが本来の継続審議なんだけれ

ども、前回の議案というのは要するに本会議で議論して、継続審議動

議を受けて、それを可決したという状態で、私らはこの議案はまだ生

きていると。生きていて、まだ単に継続になっているという理解をし

ていたんだけれども、後で気づいたんですけれども、今局長が言った

ことは一理あるんです。要するに本会議で継続決議できるかというと

非常に微妙な要素を持ってくるので、そういうのを例規上見たとき
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に、恐らく局長が正しいと思うんですよ。要するに結論は出ずに、会

期末が終わっちゃったわけだから、審議未了で廃案という解釈もある

意味正しいというふうに私は思っているんです。 

 ただ、そうであるんだったら、そこをはっきりとしておかないと、

私らの中では今の局長の話を聞くまでは継続審議だから、次の定例

会、本会議にも同じように議案が出てきて、要するに生きている状態

で、それに対して賛否を問われると今まで思っていたわけですよ、さ

っきの話までは。そこはちょっと理事者というか、管理者側にもしっ

かりとしてほしいと思うんだけれども、廃案という理解をしたなら、

廃案という理解をしているという意思表示をしてもらわないと、今の

局長の話だと、一応廃案になったけれども、同じのを出す可能性はあ

るよと。それはあるかもしれないよね。別の、一時不再議は関係ない

から、次の定例会の会議では。出てくる可能性はあるけれども、少な

くとも２月の段階の議案としてはもう死んでいるという理解で今日確

認しておいていいんですね。 

髙味議長  局長。 

金森事務局長  冒頭にわたくしが申し上げましたけれども、法的な見方ということ

で廃案という言葉を使いました。けれども、けれどもです、今のとこ

ろ、臨時会をして、何とか臨時会をしてでもこの議案については通し

たいという思いが執行側にもあるわけであります。ただ、法的なこと

もあります。けれども、この議案を何とかしたいという思いがあっ

た。それをいつ、どのような形でできるのかというところについて

は、今現在も並行して検討を進めているところでありますので、何も

なくなりました、これはなしですわという状況ではないということだ

けはご理解賜りたい。 

髙味議長  要は理事者側としてはもう一度、再度の提案も考えているけれど

も、前回の第４号議案は法的にも廃案になっているということで確認

をお願いしたい。 

 局長。 

金森事務局長  今、議長からお話があったとおりでございますし、その上で先ほど

もわたくしが申し上げましたけれども、事務局運営も含め、全般につ

いて改めてさせてもらって、議案第４号のことも含め、改善の上で、

どうしたらうまくできるのかということをしっかりと議論した上で、

またしかるべきときにお願いするものはお願いしたいということであ

りますので、一旦は保留にさせてもらっておりますことご理解を賜り

たいと思います。 

 以上です。 
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髙味議長  時間も１２時回っておりますので、今日したことをもう一度整理を

して出さなあかんことは出させていただきます。 

 長時間にわたりまして、慎重なるご審議ありがとうございました。 

 以上で、全員協議会を閉会いたします。 

                        （１２:１０） 

 この議事録の記載は、適正と認めここに署名する 
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